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〇有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の開示例
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（２）自然資本（水リスク、生物多様性等） ガバナンス 戦略 リスク管理 指標及び目標

日清食品ホールディングス株式会社 ● ● 3-30～3-32
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〇有価証券報告書のサステナビリティに関する考え方及び取組の開示例



投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント：気候変動関連等（1/3）

投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント 参考になる主な開示例

• 「サステナビリティに関する考え方及び取組」の４つの構成要素（ガバナ
ンス、戦略、リスク管理、指標及び目標）間でのストーリー性の構築や、
「経営方針等」及び「事業等のリスク」との関連に加え、サステナビリ
ティ情報と財務情報とのつながりがある開示をすることも重要であり、
例えば、インターナルカーボンプライスを使うことによってGHG排出量を
財務と関連付けることが考えられる

•岡部株式会社(3-16)
•青山商事株式会社(3-20)
•ＥＮＥＯＳホールディングス株式
会社(3-29)

•株式会社ニッスイ(3-35)

• サステナビリティ情報の中で特に着目しているのは機会の記載である
ため、リスクだけではなく機会について開示することが有用。具体的に
は、以下のような記載が挙げられる
• どのような事業機会があるのか
• 事業機会をどのように生かすのか
• どのように環境変化に対応するのか

• 事業機会を生かすため、また、環境変化に対応するためのキャピタ
ルアロケーションについてどのように考えているのか

•株式会社大和証券グループ本
社(3-10)

•株式会社三井住友フィナンシャ
ルグループ(3-12～3-13)

•青山商事株式会社(3-20)
•東洋紡株式会社(3-27)

• 気候変動等の影響による中長期的な見通しだけではなく、実際の取組
みや具体的な対応策、進捗の実績を開示することが有用

•株式会社大和証券グループ本
社(3-10～3-11)

•株式会社三井住友フィナンシャ
ルグループ(3-13～3-14)

•日本ハム株式会社 (3-19)
•株式会社琉球銀行(3-24)
•東洋紡株式会社(3-27)
•ＥＮＥＯＳホールディングス株式
会社(3-29)

3-1
目次に戻る



投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント 参考になる主な開示例

• シナリオ分析においては、一般的なシナリオだけではなく、自社の置か
れている経営環境等を踏まえた独自のシナリオを反映した分析を行う
ことが有用

•日本ハム株式会社 (3-19)
•株式会社琉球銀行(3-22～3-24)
•日清食品ホールディングス株式
会社(3-31～3-32)

•株式会社ニッスイ(3-33～3-34)
•ヤマハ株式会社(3-37～3-38)
•イオンモール株式会社(3-43～3-

44)

• 財務影響が定量的に開示されないと、リスクと機会の各項目を合計し
た全体的な影響を把握することができないため、財務影響を定量的に
開示することが重要であり、定性的な開示を行う場合には、全体的な
影響や合計についても開示することが有用

•岡部株式会社(3-15)
•青山商事株式会社(3-20)
•ＥＮＥＯＳホールディングス株式
会社(3-28)

•アサヒグループホールディングス
株式会社(3-47～3-48)

• 財務的な影響額に加え、時間軸についても開示することが有用。加え
て、時間軸の定義と戦略的意思決定に用いる計画期間との関係を開
示することはより有用

•株式会社大和証券グループ本
社(3-9)

3-2投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント：気候変動関連等（2/3）目次に戻る



投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント 参考になる主な開示例

• サステナビリティ情報における指標は、他社との比較可能性に加え、自
社における時系列での比較可能性も重要になるため、過去実績を含め
た長期時系列での変化を開示することが有用

•株式会社大和証券グループ本
社(3-11)

•青山商事株式会社(3-21)
•株式会社琉球銀行(3-23～3-24)
•株式会社岩手銀行(3-26)

• 気候変動に関する指標及び目標では、GHG排出量だけではなく、目標

の達成のために経営者や取締役会が進捗を測定している指標につい
ても開示することが有用

•株式会社三井住友フィナンシャ
ルグループ(3-14)

•ＥＮＥＯＳホールディングス株式
会社(3-29)

• TNFDに基づく開示では「依存」に着目しており、「影響」のインパクトの
開示も使いながら財務影響を開示することが有用

•日清食品ホールディングス株式
会社(3-32)

•株式会社ニッスイ(3-35)
•ヤマハ株式会社(3-39)

3-3投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント：気候変動関連等（3/3）目次に戻る



好事例として採り上げた企業の主な取組み①（日本ハム株式会社）

• マテリアリティの中で「持続可能な地球環境への貢献」を掲げており、気候変動はサス
テナビリティ上の重要課題として位置付けた。

• 法定開示化対応は勿論、企業としてのレジリエンスを高めていくことが重要であると認
識し、気候変動による財務影響や対応について社内議論を深めることが必要である。

• サステナビリティ担当取締役を設置し、サステナビリティ推進体制を構築した。

• 気候変動開示については、会長が委員長を務め、取締役をはじめ社外有識者も委員
として参加するサステナビリティ委員会にて検討、取締役会へ報告提言を実施した。

経緯や
問題意識

• 外部有識者から意見を頂き、社外から見た自社を分析した。

• 各事業部門とコーポレート部門によるプロジェクトを立ち上げ多角的な視点で検討を実
施した。

• 財務インパクト算定に当たっては、各事業部門と横断的に議論出来る体制を構築した。
当社グループ固有課題も関係各所と共にテーマを設定した。

プロセスの
工夫等

• 気候変動により起こりうるリスクと機会についての理解と検討が進み、事業部門での対
応が加速した(家畜の暑熱対策、包材削減、新たんぱく市場への商品開発 など)。

• 機関投資家との建設的・合理的な対話を可能にした。

充実化した
ことによる
メリット等

• 図表や画像を用い、読み手に対して端的で明快な情報開示を意識した。またリスク所
在の地域を開示する事でリスクの所在と対応を明確化した。

• 有価証券報告書では開示要求事項を意識し、他任意報告ではマルチステークホル
ダーを意識した、よりビジュアル面や平易を重視した。

• 今後も、法定開示においても、わかりやすさ、見えやすさについてさらに工夫をしてい
きたい。

開示をする
に当たって
の工夫

3-4
目次に戻る



好事例として採り上げた企業の主な取組み②（株式会社琉球銀行）

• 当行が事業基盤とする沖縄県の産業別構成は第３次産業の割合が全国平均と比較して高い地域であり、特
に観光業の割合が多く観光業が沖縄県経済に貢献している。自然を観光資源とした経済構造を持つ沖縄県
において、気候変動は脅威であり、直接的、間接的にも影響を及ぼす可能性がある。

• そこで当行は、2021年9月にサステナビリティ推進室を新設し、まずマテリアリティを特定したうえで、沖縄県
内の気候変動問題をはじめとする社会課題に対処する取組みを開始した。

• 気候変動問題への取組みについては経営層の意識も高く、代表取締役頭取が委員長を務めるサステナビリ
ティ委員会、役員会、取締役会で気候変動問題を含むサステナビリティ施策について議論を行っている。

経緯や
問題意識

• 開示（案）が作成されると、サステナビリティ委員会などで経営層との意見交換を行っている。

• 定性情報を端的にまとめ、定量情報を時系列で記載することで網羅性および簡潔性に心掛け、投資家の皆
さまが分析・評価しやすいような内容に工夫をした。

• また、部門横断的な取組みを行うことで、多様な視点やアイデアが活用され、知識やスキルの共有が進んだ。
その結果、シナリオ分析やScope 3の計測が高度化し、組織全体の連携強化にも貢献した。

プロセスの
工夫等

•  【透明性・信頼性の向上・外部評価の向上】またScope3カテゴリー15（投融資）のデータクオリティに対するこ
だわり、沖縄の特徴を織り込んだシナリオ分析は、単なる形式的な開示ではなく、実質的なGHG排出削減を
追求およびリスク管理体制の姿勢を示すもので、持続可能な成長に向けた当行のコミットメントを明確に示
すものである。結果として、サステナビリティ関連の透明性、信頼性を高め、外部評価機関による評価向上な
どのメリットが得られた。 

• 【社内意識の向上】開示の充実化を通じて、経営層だけでなく、職員全体がサステナビリティの重要性を再認
識し、持続可能な社会への貢献に対する意識が高まった。

充実化した
ことによる
メリット等

• 開示にあたっては統合報告書との棲み分けを意識した。

• 有価証券報告書は専門的かつ詳細な財務・非財務を必要とする投資家さま向けに焦点を当てており、開示
内容の正確性・透明性を重要視し取り組んだ。

• 統合報告書ついては長期ビジョン実現による社会課題の解決とそれによって創出される経済価値により企
業価値が向上するという中長期的なストーリー性を重視している。

• 両書は補完的な役割を担っており、企業全体の理解が進み、投資家さまおよびその他ステークホルダーと
のエンゲージメントが深まると確信している。

開示をする
に当たって
の工夫

3-5
目次に戻る



好事例として採り上げた企業の主な取組み③（ヤマハ株式会社）

•美しい音を奏でる木材の響きはヤマハの楽器・音響機器事業のルーツであり、自然資本への
依存・影響への取り組みは会社のサステナビリティの根幹と認識している。

•TNFD開示について、海外投資家を中心とした要請が近年高まった。

•社長の諮問機関（サステナビリティ委員会）で経営層が開示内容を確認している。

•有価証券報告書への記載はTCFDが2022年3月期、TNFDは2024年3月期分より開始した。

経緯や
問題意識

•経営管理（有価証券報告書担当）部門が早期に開示方針を明示し、その方針のもと経営企
画、環境、人事等担当部門が連携して作成した。

•サステナビリティ委員会の各部会（気候変動部会等）で関連部門長が内容を審議しており、
活動実態に沿った開示となるよう取り組んでいる。

•リスク・機会対応の実務担当者とも打ち合わせを重ね、内容を精査し、正確な開示となるよう
留意した。

プロセスの
工夫等

•楽器適材固有樹種を産地コミュニティと連携しながら長期視点で持続的に生産する「おとの
森」等の独自の取組みが、社内外で広く認知されるようになった。

•木材への取り組みを分かりやすく開示できたことにより、ヤマハが自然資本のリスクに対して
いかにレジリエンスを持っているかを訴求できた。

•投資家との建設的な対話に繋がる透明性のある開示となった。

充実化した
ことによる
メリット等

•移行計画（気候変動、生物多様性）等の図表化を行った。 “一図勝千言”

•TNFD初回開示につき、TCFDからの追加項目を特に丁寧に記載した。

•開示するまで至らない開示要請項目についても透明性を高めるため「未対応」と記載した。

•サステナビリティレポートと有価証券報告書の情報量を同等にし、取り組み内容を余すことな
く伝えるため、ボリュームを増やす方針を採用した。また、HPのリンクを挿入することで文章
の冗長さを避け、読者が必要な情報を効率的に得られるよう配慮した。

開示をする
に当たって
の工夫

3-6
目次に戻る



好事例として採り上げた企業の主な取組み④（イオンモール株式会社）

• 当社の事業はショッピングモールの開発・運営を主軸としており、事業活動を通じて
優先的に解決すべきマテリアリティに、生物多様性を設定している。TNFDの開示を
行うにあたり経営層の理解が必要と考え、2023年に外部専門家の支援のもと、ESG
推進委員会でTNFDを中心とした生物多様性の説明会を行い、自然関連課題に関す
る議論を実施した。2024年度も同委員会を通じて定期的な機会を設けている。

経緯や
問題意識

• 自然関連のマテリアリティ特定にあたり、自然リスク評価ツール（ENCORE）を用いて、
不動産セクターとの関係が深いリスクを評価を行った。特に事業と関連の深いリスク
が顕在化した事例については当社事業・バリューチェーンに当てはめて考察・評価
を行った。また、IBATなどのツールを用いて全モールの地域性分析を行い、優先的
に対応すべきエリアを特定した。

プロセスの
工夫等

• TNFDの自然や生物多様性に関するリスクと機会を把握し、実際の事業に影響しうる
自然関連の重要課題の特定することができた。また、今後、開示で整理した内容を
参考にリスクの低減と機会の最大化につなげられることは地域共創業として企業価
値向上に資すると考えている。

充実化した
ことによる
メリット等

• 今回TNFDの最終提言に基づきガバナンス、戦略、リスクと影響の管理、指標と目標
など開示推奨項目の大部分を網羅し開示を行った。任意報告書ではそのことに加え
コラムとして、自然と共生するモールづくりやモールが地域と共創する取組みなど事
業活動を通じてネイチャーポジティブに貢献する事例を掲載した。

開示をする
に当たって
の工夫

3-7
目次に戻る



（１）気候変動



1-2.執行体制
① サステナビリティ推進委員会

サステナビリティに関する戦略及び方針について、代表執行役社長CEOを委員長とするサステナ
ビリティ推進委員会にて定期的に議論を行っています。これまでに、例えば「環境・社会関連ポリ
シーフレームワーク」や「大和証券グループ カーボンニュートラル宣言」の策定・改定等につい
て議論を行っています。同委員会には、取締役会で承認された執行役規程に基づきサステナビリ
ティ推進を統括するサステナビリティ担当や、複数の社内取締役を含む役員、さらにサステナビリ
ティの主要テーマに専門的知見を有する社外委員３名が参加しています。同委員会での議論内容に
ついては、適宜、執行役会に報告され審議・決定を行います。

② グループリスクマネジメント会議
気候変動を含むリスク管理に係る方針や施策については、執行役会の分科会であり、リスク管理

の責任者である最高リスク管理責任者（CRO：Chief Risk Officer）が出席するグループリスクマ
ネジメント会議において議論しています。気候関連シナリオに基づく定量分析結果等については、
毎年、同会議への報告が行われた後、サステナビリティ推進委員会での議論を経て、執行役会に報
告されています。

③ ダイバーシティ＆インクルージョン推進委員会
「2030Vision」において、ダイバーシティ＆インクルージョンをマテリアリティの一つとして位

置づけ、競争力の強化に向けた多様性・専門性の確保を目指し取り組んでいます。2022年度よりダ
イバーシティ＆インクルージョン推進委員会を設置し、代表執行役社長CEOが委員長となり、半期
に一度、全国の部室店から社員をアドバイザーとして選任し、議論を行っています。

④ グループ横断的ワーキンググループ
グループ横断的にサステナビリティを推進する体制として、大和証券各本部・主要なグループ会

社においてサステナビリティ責任者を設け、かかる責任者のもとで、サステナビリティKPIのモニ
タリングやサステナビリティ関連ビジネスの推進を行うワーキンググループ（WG）を設置していま
す。同WGで議論された内容については、適宜、サステナビリティ推進委員会に報告する体制となっ
ています。
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本項における将来に関する事項は、別段の記載がない限り、有価証券報告書提出日現在におい
て当社グループが判断したものであります。

(1）ガバナンス

ガバナンス体制

1-1.監督体制
サステナビリティ課題への対応については、取締役会が監督しています。取締役会は、サステ

ナビリティ推進委員会で議論又は執行役会等で審議したサステナビリティ関連の課題と対応につ
いて、取締役会規則に則り必要に応じて報告を受けるとともに、同規則において決議事項として
定められた、経営の中核となる事項や取締役会が重要と認めた事項について決定しています。

これまでに、例えば「環境・社会関連ポリシーフレームワーク」や「大和証券グループ カー
ボンニュートラル宣言」、「人権方針」の策定又は改定について決定した他、リスクアペタイ
ト・ステートメントのトップリスクに、気候変動を追加する決定を行いました。そのほか、気候
関連開示等についての報告を受けた議論、また、決算や中期経営計画のレビューの際にサステナ
ビリティKPIの進捗状況の確認等を行っています。2023年度の取締役会では、新中期経営計画～
“Passion for the Best”2026～（「2030Vision」の改定を含む）が決定されました。そのなか
で、気候変動や人的資本を含むサステナビリティもトピックとして取り上げられました。

取締役会には、サステナビリティに深い知見を有する社内外取締役が在籍しており、サステナ
ビリティ課題への取組みに対し実効性の高い監督を行うことができる体制となっています。
また、サステナビリティ課題への取組みに関する役員のインセンティブを強化するため、サス

テナビリティKPIを業績連動型報酬の評価体系に組込んでいます。サステナビリティKPIとしては、
SDGs関連債リーグテーブル、エンゲージメントサーベイスコア及び温室効果ガス（GHG）排出量
等が含まれています。

好事例として着目したポイント
▪ ガバナンス体制を監督体制と執行体制に分けて、各機関・組織の関係や
役割、構成、決議や議論した内容等を具体的に記載

ガバナンス
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2-1-3.気候関連リスクを踏まえた戦略のレジリエンス評価
当社グループは、気候関連リスクが事業に及ぼす影響を認識するとともに、将来の気候関連の変

化や進展及び不確実性に対するレジリエンス評価として、シナリオ分析を行っています。シナリオ
の詳細と分析にあたっての前提は以下の通りです。
 

シナリオ分析の前提

想定シナリオ
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(2）戦略

（気候変動）
2-1-1.気候関連のリスクと機会についての認識

当社グループでは、気候変動問題を解決すべき喫緊の課題であると同時にビジネスチャンス
と捉え、事業に影響を与えると見込まれる気候関連のリスク（移行リスク／物理的リスク）を
整理するとともに、脱炭素社会の実現に向けて、本業である金融商品・サービスの開発・提供
を通じたビジネス機会を整理しています。このようなリスクと機会の認識に基づく対応方針を
検討の上、気候変動へのレジリエンスを高めるための戦略的な取組みを推進していきます。

2-1-2.気候関連リスク
当社グループでは、気候変動シナリオに基づく定性分析を行い、事業に負の影響を与えると

見込まれるリスクを整理しています。
主な移行リスクの例として、カーボンプライシング等に伴う取引先の業績悪化及びこれに伴

う収益悪化（政策／法規制）、エネルギー関連技術への対応遅れに伴う当社グループの運用資
産の価値下落（技術）、ファンド保有資産の価値低下、残高減少（市場）、気候変動対策の取
組み不足や環境負荷の高い事業に係る投資・引受に伴う当社グループの評判悪化（評判）など
が挙げられます。

主な物理的リスクの例として、当社グループの各事業拠点、データセンター等の被災、復旧、
修繕費用の増加（急性／慢性）、豪雨・巨大台風の増加による太陽光／風力発電設備の被害・
棄損（急性／慢性）などが挙げられます。

これらの気候関連リスクの認識とともに、リスクが事業に及ぼす影響や発生頻度等を踏まえ
た対応策を検討の上、戦略的な取組みを進めています。

気候関連リスクの例

気候関連の時間軸については、経営計画との整合性に鑑みて定義しています。具体的には、
短期については中期経営計画期間が３年であること、中期については2030年が「2030Vision」
の目標年であり、自社のGHG排出量ネットゼロを目標としていること、長期については2050年に
投融資ポートフォリオ等のGHG排出量ネットゼロを目標としていることを勘案し、それぞれ３～
５年、５～10年、10～30年を想定しています。

戦略

（１）

好事例として着目したポイント
（１）・気候関連リスクを移行リスクと物理的リスクに分けて一覧で記載す

るとともに想定される時間軸を端的に記載
・時間軸の定義について、経営計画等と整合させながら具体的に記載

（２）シナリオ分析の前提を端的に記載するとともに、複数の想定シナリオ
を設定し、それぞれのシナリオで想定されるリスクを端的に記載

（２）
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2-1-5.気候変動に関連して推進する戦略的な取組み
当社グループでは、各事業部門で特定した気候関連のリスクと機会を踏まえ、戦略的な取組

みを推進しています。移行リスク及び機会への対応策として、以下①から⑧の取組みを推進し
ていきます。物理的リスクへの対応策としては、異常気象、風水害などによる社会的インフラ
の停止によって本店（本社機能）、支店、データセンターが被災して機能できなくなった場合
を想定し、BCPを策定しています。

また、役職員の気候変動を含むサステナビリティに関する専門性向上を目的とした研修を実
施するなど、人材育成も進めています。具体的には、2022年より、社員一人ひとりがサステナ
ビリティに関する知識や意識を向上させ、一層「ジブンゴト」化することを目指し、全役職員
を対象に「Vision研修」を毎年実施しています。

① 脱炭素社会実現に資する商品・サービスの開発・提供
当社グループは、脱炭素社会の実現に資する商品・サービスの開発・提供を強化しています。

大和アセットマネジメントでは、サステナブルな社会への移行に向けESGやSDGs目標達成などに
取り組む企業を投資先とする投資信託を提供しています。

② サステナビリティを意識したソーシング・投資推進
当社グループでは、再エネ分野を中心とするサステナビリティを意識したソーシング・投資

を推進しています。2018年７月に大和エナジー・インフラを設立し、大和PIパートナーズにお
いて取り組んでいたエネルギー投資機能を移管しました。従来は太陽光発電を中心に国内再エ
ネ分野への投資を行っていましたが、現在では海外の再エネ及びインフラストラクチャーの分
野へ投資領域を広げています。

さらに、大和リアル・エステート・アセット・マネジメントでは、ESGに配慮した不動産など、
オルタナティブ資産及び同資産の運用機会を提供しています。同社が運用業務を受託している
大和証券オフィス投資法人及び大和証券リビング投資法人では、サステナブルファイナンスに
よる資金調達を活用し投資を行うことで、環境性能の高いオフィスビルや優良で質の高いヘル
スケア施設の供給促進に努めています。

③ サステナブルファイナンスの推進
当社グループは、グローバルな脱炭素化に向けた取組みを支援するため、本業として積極的

にサステナブルファイナンスに取り組んでいます。従前より資金調達の支援はコアビジネスで
したが、SDGsの要素が加わることにより、お客様に提供できる付加価値が増え、新たなビジネ
スの機会とも捉えています。

また、当社グループは、2024年１月31日に策定・公表したグリーンファイナンス・フレーム
ワークに基づき、自社としても国内公募形式によるグリーンボンドを発行しており、その調達
資金は、連結子会社を通じて行った再エネ発電プロジェクトへの投融資資金に係る社債償還資
金に充当しました。

（中略）
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① 分析結果
経済及び産業の停滞・収縮、金融市場の変化（株価下落、クレジットリスク増大等）、豪雨・

水害等の被害、並びに異常高温による健康被害などが、相対的に懸念される要素として挙げられ
ました。シナリオに当てはめると、移行リスクはCO2排出削減に伴い経済・社会が混乱する
「(２)無秩序な移行」「(３)遅延・不十分」において、物理的リスクはCO2排出削減が遅れる
「(４)ホット・ハウス・ワールド」において、相対的に顕在化すると見込まれます。

一方で、エネルギー転換等が事業に及ぼす影響については、化石資源の削減に伴う既存事業へ
の負の影響と、再エネ等の新エネルギーの増加に伴う新たな事業機会という正の影響が混在して
おり、全体では中立に近い要因と位置付けられます。なお、転換に伴う費用や税などの負担に応
じて影響が変化すると見込まれます。また、CO2排出削減などの気候対策への取組みは企業の評
判を左右する可能性があり、ビジネス全般に間接的に影響を及ぼすと見込まれます。

このように、当社グループは、エネルギー転換など気候事象と関連の強い社会・経済的な要素
について、事業全体への正の影響と負の影響を総合的に考慮した結果、一定の適応力を有してい
ると考えられます。さらに、負の影響を軽減するために、豪雨・水害等を直接被るリスクに対し
て減災対策や事業継続計画（BCP）の策定で備えるとともに、気候対策を着実に実行してレピュ
テーションを維持することにより、マクロ経済等が停滞する場合でもその負の影響を抑えること
が可能と考えられます。

② 今後の対応
今回のシナリオ分析は、現時点で得られる情報やデータを基に仮定を設定し、分析対象を限定

して検討したものです。気候関連リスクの考慮対象は幅広く、リスクの発生時期と規模は多様な
パターンが想定されます。今後は、より多くの情報と関連データを入手し、財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローへの中・長期的な影響を把握するとともに、気候変動へのレジリエンス
を高めるためにも、分析手法の改良を図ります。

2-1-4.気候関連機会
当社グループでは、グループ会社や各本部にヒアリングの上、シナリオ分析を通じて把握し

た影響も加味しながら、気候関連リスクと併せて気候関連機会を特定し、その重要性を評価し
ています。

主な機会の例として、新たな金融商品の提供機会の増加や市場の変化による収益機会の拡大
（ウェルスマネジメント部門）、脱炭素社会への移行に貢献する新産業・企業への投資機会の
増大（アセットマネジメント部門）、グリーンプロジェクト及び脱炭素社会への移行に要する
資金調達などの引受増加（グローバル・マーケッツ＆インベストメント・バンキング部門）、
サステナビリティ関連のルールメイキングへの参画を通じた市場全体の活性化（グループ全
体）などが挙げられます。

気候関連機会の例

戦略

（１）

（２）

好事例として着目したポイント
（１）シナリオ分析の結果を端的に記載
（２）事業部門ごとの気候関連機会を特定し、時間軸と戦略的な取組みもあ

わせて端的に記載
（３）気候変動に関連して推進する戦略的な取組みを具体的に記載

（３）
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(3）リスク管理
3-1.サステナビリティに関するリスク管理
① リスク管理の概要
当社グループの経営ビジョン「2030Vision」のコアコンセプトである「金融・資本市場を通じ、

豊かな未来を創造する」を実現するためには、事業特性やリスク・プロファイルを踏まえてサステ
ナビリティ関連のリスクを認識し、かつ適切な評価のもとに管理していくことが重要です。
サステナビリティ関連の課題の一つである気候関連リスクについては、気候現象のみならず、政

治・社会の対応や経済構造など多くの要素が関係し、相互に影響を及ぼし合います。例えば、脱炭
素社会への移行過程で経済全体の変化を受けた株式や金利などへの影響（市場リスク）、脱炭素へ
の移行などの気候変動対応に伴う企業の事業や財務状況への影響（信用リスク）など、気候関連リ
スクは既存の各リスクを発生又は増幅させる要因となります。このため、既存のリスク管理の枠組
みの中で気候関連リスクの影響を考慮しています。各リスクの定義や管理プロセスについては「第
４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。

人的資本関連のリスクについては、サステナビリティ推進委員会やダイバーシティ＆インクルー
ジョン推進委員会、健康経営推進会議等の会議体において、広く協議を行っているほか、人権に関
するリスクについては、人権啓発推進委員会での議論や内部通報制度の運用等を通じて、管理を
行っています。

② リスクアペタイト・フレームワークにおける気候関連リスク
当社グループは、グローバル金融機関として事業戦略と整合的なリスクテイクの方針を定め、リ

スクガバナンスを強化するため、リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）を導入しています。
RAFとは、収益目標や事業戦略の達成のために進んで受け入れるべきリスクの種類と総量をリスク
アペタイトとして定め、リスクテイク方針全般に関する社内の共通言語として用いる経営管理の枠
組みです。RAFは、「リスクアペタイト・ステートメント」として文書化の上、取締役会において
審議・決定し、年２回見直しを行います。
本ステートメントでは、2021年度より気候関連リスクを取り上げています。これにより、気候関

連リスクについて、そのリスク・プロファイルに応じて適切に特定・評価し効果的に管理していき
ます。

③ トップリスク（気候変動）
リスク事象のうち、当社グループの事業の性質に鑑みて特に注意すべきものをトップリスクとし

て選定し管理しています。トップリスクの選定にあたって、経営陣が広範なリスクを認識・議論で
きるように、社内外より収集したリスク事象をもとに、関連部署が整理・抽出したリスク事象を
トップリスクの候補として「見える化」します。その上で当社グループの取締役・執行役が、当社
グループの業績に与える影響度と当該リスク事象の発生可能性からフォワードルッキングに評価し、
当該候補からトップリスクを抽出し選定します。

当社グループは、気候変動が金融機関経営や金融システムの安定に及ぼす影響への重要性が高
まっていることを踏まえて、気候変動をトップリスクの一つとして位置付けています。なお、トッ
プリスク一覧については、「第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク」をご参照ください。

（中略）
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2-1-6.カーボンニュートラル実現に向けた移行計画
① 2030年度までの自社のGHG排出量（Scope１・２）ネットゼロ
2030年度までのカーボンニュートラルに向けて、自社のGHG排出量（Scope１・２）のネットゼ

ロを推進します。Scope１・２の推移は以下の通りです。具体的な取組みとしては、省エネ活動
の継続及び使用電力の再エネ化等を進めていきます。

Scope１・２の推移

Scope１・２ネットゼロ推進に向けた取組み例

② 2050年までの投融資ポートフォリオのGHG排出量等（Scope３）ネットゼロ
脱炭素社会の実現に向け、自社の排出量だけでなくサプライチェーン全体での排出量の管理・

削減が求められています。特に金融機関には、投融資ポートフォリオのGHG排出量（Financed 
Emissions）の管理が求められています。

Financed Emissionsの削減に向けた具体的なプロセスとして、優先アセットクラス・優先セク
ターの選定、セクター特性の分析・分析データの収集、排出量の計測・グループ内管理手法の検
討、SBT（Science Based Targets）等を活用した中間目標の設定・開示などから着手し、目標の
達成に向けた戦略策定・エンゲージメントの推進・強化を進めていきます。

当社グループは、2021年12月にPCAF及び「PCAF Japan coalition」に加盟し、PCAFの知見や
データベースを活用しながらGHG排出量の計測をしています。また、実績値の計測に加えて、セ
クター毎に2030年度の中間目標の設定を行います。2023年度は、当社グループの投融資ポート
フォリオの排出量において現時点で最も大きな割合を占める電力セクターのうち、プロジェクト
ファイナンスに関する目標を設定しました。詳細は、「(4）指標及び目標」をご参照ください。

（中略）

リスク管理戦略

（１） （２）

好事例として着目したポイント
（１）Scope1・2の推移状況を図示するとともに、 Scope1～3のネットゼ

ロ推進に向けた取組みを端的に記載
（２）リスク管理の概要や、リスクアペタイト・フレームワークを用いたリ

スク管理、リスクの優先順位付けの方針について端的に記載
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ロ．気候変動に伴う機会に対する認識
ネットゼロの実現に向けては、大幅なＧＨＧ排出量削減のためのビジネスモデルの転換、そのた

めの技術革新や大規模な設備投資が必須となります。ＩＥＡ（International Energy Agency）は
ＮＺＥ（Net Zero Emissions）シナリオにおいて、クリーンエネルギー分野に対し2030年には年４
兆ドルの追加投資が必要と試算しています。また、経済産業省の「2050年カーボンニュートラルに
伴うグリーン成長戦略」において「グリーンとデジタルは、車の両輪である」と示されたように、
ネットゼロ実現に向けてはデジタルトランスフォーメーションが欠かせないほか、社会からの脱炭
素に向けた要請が強まり、カーボンクレジット市場の拡大も見込まれます。

こうした中、事業会社においては、資金需要の拡大や事業再編、新たな金融商品・サービス、脱
炭素関連設備リース、経営課題に対するコンサルティング（気候関連情報開示の高度化対応や、気
候変動戦略・ビジョンの策定、事業開発、リスクマネジメントの高度化への対応）、脱炭素技術保
有企業やそれらを必要とするお客さまのマッチング、デジタルソリューション、カーボンクレジッ
ト調達等のニーズが生じると認識しています。当社グループにおいても様々な金融サービスの提供
機会が増大し、グループ内の事業領域におけるノウハウを有機的に結び付けた多面的なソリュー
ションが重要になると考えています。

当社グループは、お客さまが抱えるこのような複合的なニーズに対し、グループ内にとどまらず
外部パートナーとの連携も活用することで、金融・非金融両面から支援に努めていきます。

＜当社グループの事業領域とネットゼロへの移行に伴う成長機会＞

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（1/3）有価証券報告書（2024年3月期） P23-28,37
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

（3）戦略
① 気候変動への対応

（中略）
＜当社グループが想定するリスク事象の概要＞
（物理的リスク）
〇 急性的な気象現象と慢性的な気候変化

地球温暖化の進行は、台風・洪水等の急性的な自然災害の増加や、平均気温上昇に伴う降
水量増加等の慢性的な気候変化をもたらす可能性があります。これらの事象に起因し、本支
店被災により事業が継続できないリスク、対策・復旧によるコスト増加、自然災害によるお
客さまの業績悪化や担保毀損に伴う当社グループの与信関係費用の増加・預金の減少等のリ
スクが想定されます。

（移行リスク）
〇 政策及び法規制の強化や技術・市場の変化

脱炭素社会への移行は、炭素排出目標の厳格化や炭素税の引き上げを始めとする各国の規
制強化を伴う可能性があるほか、新たな技術・エネルギー源の導入や消費者嗜好の変化によ
り産業構造の変化を促進する可能性があります。炭素排出量抑制コストの増加や製品・サー
ビスの需給環境の変化に伴い、一部のお客さまについては収益減少や既存資産等の減損によ
り業績が悪化し、当社グループの与信関係費用が増加する等のリスクがあります。また、セ
クター別方針等、業務戦略の見直しが必要となる可能性があります。

〇 企業の取組に対するレピュテーション
企業は脱炭素社会に適合したビジネスモデル変革や炭素排出量抑制等の取組みを求められ

ております。ステークホルダーからの開示要請も高まっており、気候変動問題への取組みが
企業評価基準の一つになりつつあります。これらの取組不足や情報開示要請への対応の遅れ
は、お客さまや株主をはじめとするステークホルダーからの高い期待に応えられず、当社グ
ループの企業価値の毀損や信頼低下に繋がる可能性があり、資金調達環境が悪化する等のリ
スクを引き起こすことが想定されます。

＜気候変動に関するカテゴリー別リスク事象例＞

（中略）

戦略

好事例として着目したポイント
（１）物理的リスクと移行リスクを端的に記載するとともに、リスクカテゴ

リーごとに想定される物理的リスクと移行リスクの例と時間軸を端的
に記載

（２）事業領域ごとに、気候変動に伴い想定される機会の例と時間軸を端的
に記載

（１） （２）
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b)日本・アジアをはじめとするトランジション支援
 世界全体で早期にカーボンニュートラルを実現するためには、脱炭素化に向けて技術的・経済的に
代替手段が限られ、一足飛びに移行することが困難なセクターの移行、すなわちトランジションを支
援することが重要です。特に、アジア地域は化石燃料への依存度が依然として高く、経済成長と脱炭
素化の両立が重視されています。

当社グループは、トランジションファイナンスを「顧客が自社の事業や運営を、パリ協定の目標に
沿った道筋に合わせることを支援するために提供される金融サービス」と定義し、トランジション
ファイナンスを実行する上での当社グループのお客さまへの期待事項、判断方法の詳細を示した
Transition Finance Playbook（以下、「Playbook」という）を策定しました。「Playbook」は様々
な国際的なガイドラインを参照し、また世界各地・各国のタクソノミー及び電源構成・エネルギー需
給の状況を考慮しながら、現実的かつ着実にトランジションを遂行することを目的として策定してい
ます。「Playbook」を用い、脱炭素社会への移行に向けたお客さまの取組みを支援するとともに、ト
ランジションファイナンスの提供における様々な社会課題の解決に向けた対話のツールとしても活用
することで、社会全体の脱炭素化に貢献してまいります。

e)グループベースの多用なソリューション提供
当社グループは、お客さまの脱炭素に向けた様々な取組みを一気通貫でサポートすべく、グループ

一体となり各社のエッジを活かした様々なソリューションを提供しています。例えば、リース分野に
おける系統用蓄電池事業への参画や、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー発電事業の拡大、
また、カーボンクレジット事業等、旧来の金融機関の範疇に留まらない独自性のある取組みを展開し
ています。

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（2/3）有価証券報告書（2024年3月期） P23-28,37
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

ハ．実体経済の脱炭素化に向けた取組
「ロ．気候変動に伴う機会に対する認識」に記載のとおり、脱炭素社会の実現に向けては、

当社グループにとってさまざまなビジネス機会が想定されます。
こうした中、当社グループは、従来強みとしてきたプロジェクトファイナンスを通じた新

エネルギー・新技術への支援、事業の脱炭素化に向けたトランジション支援、ＧＨＧ排出量
の可視化をはじめとするデジタルソリューションの提供等、金融・非金融を含めた高度な
サービス開発・提供に注力しています。これらのソリューションをグループ各社が連携しな
がら提供することで、お客さまの環境に対する取組みを総合的に支援し、経済的価値・社会
的価値の両面を伴った環境ビジネスを展開してまいります。

a)新エネルギー・新技術へのリスクテイク
当社グループは、大規模なインフラ事業等のプロジェクトに対するファイナンスの提供を

通じて、長年にわたり、社会経済の発展の礎を築くことに貢献してまいりました。実体経済
の脱炭素化に向けては、既存技術の規模拡大やコスト削減が重要となることに加え、水素等
に代表される新たなエネルギー資源・技術の開発も必要不可欠です。当社グループは、これ
まで蓄積してきたプロジェクトファイナンスのノウハウを生かし、新エネルギー・新技術へ
の支援に取り組み、脱炭素技術のスケールアップを通じた社会的価値の創造並びに経済的価
値との両立・極大化を目指してまいります。

戦略

好事例として着目したポイント
▪ 気候変動に伴う機会として「お客さまの悩み・ニーズ」に対して提供で
きるソリューションを端的に記載するとともに、各ソリューションの内
容をそれぞれ具体的に記載

（中略）
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（5）指標及び目標
① 気候変動に関する指標と目標
当社グループは、気候変動に係るリスク並びに機会を測定・管理するため、またパリ協定への整

合／ネットゼロ実現に向けた道筋を示すため、ＧＨＧ排出量やエクスポージャーなどに関する様々
な指標を用いております。なお、本項目における指標の実績値については、2024年５月時点の速報
値を掲載しております。
 
ロ．ポートフォリオＧＨＧ排出量

当社グループでは、パリ協定への整合と移行リスクの削減に向け、高排出セクターを対象に、
ポートフォリオＧＨＧ排出量の中期削減目標を策定しております。

 

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（3/3）有価証券報告書（2024年3月期） P23-28,37
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（参考）当社グループにおけるネットゼロ実現に向けた移行計画・取組

（中略）

（中略）

指標及び目標戦略

好事例として着目したポイント
（１）ネットゼロに向けた移行計画を一覧で端的に記載するとともに、取組

み内容について時系列で端的に記載
（２）GHG排出量の高いセクターを対象に、対象とするスコープ、指標を

示すとともに、中期削減目標、基準年度、複数年の実績値を定量的に
記載

（１） （２）
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（注）影響度 大；１億円以上，中；1,000万円以上１億円未満，軽微（小）；1,000万円未満

ロ シナリオ分析のテーマ設定
抽出・整理した気候関連リスク及び機会について、事業への影響度、事業戦略との関連性、

ステークホルダーの関心度等を勘案し、当社グループとして重要度が高いと評価した次のテー
マについてシナリオ分析を実施しました。

岡部株式会社（1/3）有価証券報告書（2023年12月期） P15-18
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

(2）気候変動への対応（TCFD提言に基づく情報開示）
（中略）

②戦略
イ リスク・機会の特定

当社グループの事業に影響を及ぼす気候関連リスク・機会の特定にあたり、事業における
移行リスク／機会、物理的リスク／機会を抽出し、それらの財務への影響を大～軽微の３段
階で評価しました。影響度が中以上となったリスク及び機会は以下のとおりです。

リスク／
機会

領域 要因 事業影響
財務への
影響度

移行
リスク

規制
炭素価格導入、GHG排出
規制強化

炭素価格上昇による原材料価格・上流
コスト上昇分の転嫁によるコスト増加

大

自社ビル、工場などの操業における炭
素価格上昇によるコスト増加

大

規制 省エネ法規制の強化

再エネ調達コストの増加 中

設備更新・投資などの対応コストの増
加

中

市場

化石資源の価格の変化
エネルギー価格・原材料価格上昇によ
る鋼材価格の上昇

大

物流コストの変化

燃料価格上昇による輸送・保管コスト
の増加

中～大

輸送サービスの脱炭素化に伴う価格上
昇による物流コストの増加

大

技術 代替品の出現
新たな低炭素製品が出現し自社製品の
需要が減少

大

移行・
機会

市場
ZEB建築・ネットゼロ
カーボン建築需要の高
まり

事業機会の拡大・省力化工法／製品・
木造関連製品の販売機会の拡大

大

規制
GHG排出規制の強化 脱炭素・低炭素製品の需要の増加 大

炭素価格導入 海洋関連製品の販売機会の拡大 大

物理的
リスク

慢性 気温上昇
生産工程における作業効率低下及び対
策コストの増加

中～大

急性 極端気象の増加

自社拠点の被災による操業停止、設備
の修復コストの増加による収益減少

大

サプライチェーンの分断 大

リスク／
機会

領域 要因 事業影響
財務への
影響度

物理的・
機会

慢性

国土強靭化政策の強化
災害激甚化に備えた設備・インフラの
強靭化需要増加／土木工事（法面補
強）の需要増加

大

気温上昇
省力化に寄与する工法／製品の販売機
会の拡大

大

急性

降雨パターンの変化 土木工事（法面補強）の需要拡大 大

極端気象の増加
土砂災害の防止に使用される製品等の
販売の増加

大

災害危険エリアからの
移転

海抜の低い地域からの移転需要の発生 大

リスク／機会 分析テーマ

移行リスク 自社に係る炭素価格の変化による影響

物理的リスク
気候変動に伴う気象災害の増加が事業拠点に与える影響について、優先的に
調査すべき拠点のスクリーニング

機会 気候変動に伴う災害対策工事の増加が事業拠点に与える影響

戦略

好事例として着目したポイント
▪ リスク・機会の項目ごとに、事業への影響や財務への影響の程度を端的
に記載
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岡部株式会社（2/3）有価証券報告書（2023年12月期） P15-18
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ハ シナリオ分析結果
ａ.移行リスク： 自社に係る炭素価格の変化による影響

分析内容

炭素価格の変化による将来的な操業コストへの影響を予測するため、当社グ
ループのGHG排出量（Scope１、Scope２※）の将来の変化について２℃未満のシ
ナリオを含む複数シナリオで予測し、シナリオ別に想定される炭素価格が導入さ
れた場合の財務影響を分析しました。
※本社及び連結子会社を集計対象としております。（2021年10月に連結子会社化
された米国OCM Manufacturing LLCを除く）

分析の
前提条件

分析にあたり2030年、2050年における当社グループの活動量（GHG排出量、再
生可能エネルギー調達量）は事業計画をもとに設定しました。GHG排出量１トン
当たりに対して、先進国において2030年では18,340円、2050年では32,750円、
ネットゼロ宣言（CO2などの温室効果ガスの排出量を将来的にゼロとする宣言）
をしている新興市場・途上国において2030年では11,790円、2050年では26,200円
の炭素価格が課されると仮定し、その影響を試算しました。また、当社グループ
の事業戦略の強靭性を評価するため、GHG排出量・使用エネルギーの削減に取り
組まなかった場合に対して、再生可能エネルギーの調達による削減に取り組むこ
とでどれだけ財務影響を抑えることが可能かについても検証しました。
なお、炭素価格や電力の排出係数はIEAによるWorld Energy Outlook 2022（Net 
Zero Emissions by 2050 Scenario、Stated Policies Scenario）を参考にしま
した。
分析において参照した外部情報：

※IEA：International Energy Agency
WEO: World Energy Outlook
NZE: Net Zero Emissions by 2050 Scenario
STEPS: Stated Policies Scenario

分析結果

炭素価格が導入された場合の、操業コストへの財務影響を試算しました。
2030年時点では、当社グループのGHG排出量が削減されなかった場合、2.6℃シ
ナリオに比べて、1.5℃シナリオの方が財務的な影響額が約1,200万円低いこと
がわかりました。また、再生可能エネルギーの活用等を通したGHG排出量の削
減に取り組むことによって、約1,200万円抑えることができるため、その影響
の程度は限定的となると考えられます。
2050年時点では、当社グループのGHG排出量が削減されなかった場合、2.6℃シ
ナリオに比べて、1.5℃シナリオの方が財務的な影響額が約3,300万円大きいこ
とがわかりました。

※1.5℃シナリオにおいては、2050年時点で当社事業拠点の地域で調達する電力の
排出係数が０（以下）になると想定し、再生可能エネルギー導入によるGHG排出量削
減効果は得られないと想定している。

対応戦略

当社グループは、GHG排出量に関する目標を「2030年までにGHG排出量
（Scope１、２マーケットベース排出量）を指標とし、2022年比で50％削減す
る」と定め、再生可能エネルギーの導入促進等の排出削減策を積極的に進めて
おります。1.5℃シナリオにおいて、再生可能エネルギーの導入に係るコスト
は導入によって削減されるGHG排出量に係る炭素価格よりも小さくなると想定
しており、2030年において計画通り再生可能エネルギーが導入された場合は、
導入しなかった場合に比べて財務的影響が小さくなると考えられます。

戦略

好事例として着目したポイント
▪ 移行リスクの分析結果として、分析の内容、分析の前提条件、対応戦略
を具体的に記載するとともに、分析結果をシナリオごとに定量的に記載
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【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

ｂ.物理的リスク：気候変動に伴う気象災害の増加が事業拠点に与える影響について、優先的
に調査すべき拠点のスクリーニング

戦略

分析内容

気候変動に伴う気象災害の増加が当社グループの事業に与える影響を予測する
ため、当社グループの国内外10拠点（国内：７拠点、海外：３拠点）について、
影響の可能性を評価し、物理的リスクの影響について優先的に調査すべき拠点の
スクリーニングを行いました。

分析の
前提条件

分析では、公開資料や外部専門家からの提供資料等に基づき、RCP2.6（又は
SSP1-2.6）及びRCP8.5（又はSSP5-8.5）の気候変動シナリオ下における、河川氾
濫、高潮による浸水ハザード、及び渇水ハザード、熱波ハザードについて、現在
から21世紀半ばまでのグレードの変化を評価しました。

分析結果

国内拠点では、洪水リスクについては、リスクに留意すべき（グレードＢ以
上）と評価された拠点が現在で４拠点あり、うち１拠点がハザード大（グレード
Ａ）と評価され、21世紀半ばまでの気候変動による変化は見られませんでした。
高潮リスク・渇水リスクについては、リスクに留意すべき（グレードＢ以上）と
評価された拠点はありませんでした。熱波リスクについては、SSP5-8.5下の21世
紀半ばにおいて１拠点がグレードＢと評価され、他の拠点についてもSSP5-8.5下
でリスク増加の傾向が見られました。
海外拠点では、洪水リスクについては、リスクに留意すべき（グレードＢ以

上）と評価された拠点はなく、気候変動による将来変化は見られませんでした。
高潮リスクについては、全拠点が高潮による浸水ハザードは極めて低いと考えら
れる（グレードＥ）と評価され、気候変動による将来変化は見られませんでした。
渇水リスクについては、2015年時点で３拠点中１拠点がリスクに留意すべき（グ
レードＢ以上）と評価されましたが、ハザード大（グレードＡ）と評価された拠
点はありませんでした。熱波リスクについては、リスクに留意すべき（グレード
Ｂ以上）と評価された拠点はありませんでしたが、全拠点に気候変動によるリス
ク増加の傾向が見られました。

［物理的リスク評価結果（対象：国内外10拠点）］
グレードＢ以上:リスクに留意する必要があり、より詳細なリスク評価の実施が
望まれる

分析結果

対応戦略
今回のシナリオ分析において浸水リスクに留意すべきと評価された当社グループ
の拠点については、リスク評価の実施を検討し、その結果に応じて浸水対策や
BCPの策定を進めていきます。

（以下略）

好事例として着目したポイント
▪ 物理的リスクの分析結果として、分析の内容、分析の前提条件、対応戦
略を端的に記載

▪ シナリオごとに洪水リスク、高潮リスク等の気象災害リスクがある拠点
数を国内と海外に分けて定量的に記載
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シナリオ分析結果

（注）「*」は、配合飼料における穀物等の配合を成長に適したものに調整し、効率の良い体重増
加を促すことをいいます。飼料要求率のシナリオ分析の結果、部分的に影響が出る可能性はありま
すが大きな影響には至らないと想定しております。

日本ハム株式会社（1/2）有価証券報告書（2024年3月期） P22-27
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

(2) 気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）提言への取組 
（中略）

② 戦略
サステナビリティの戦略のうち特に重要となる気候変動対応に関しては、パリ協定(2015

年)、ＩＰＣＣによる「1.5℃特別報告書(2018年)」、「第６次報告(2023年)」の内容も踏ま
え、当社グループの主要事業において気候変動が与えるリスク・機会について以下のように
考えております。

（注）各発生時間軸が示す期間は以下のとおりです。
短期：３年未満、中期：３～10年、長期：10年超

（中略）
⑤シナリオ分析と対応

脱炭素社会をキーワードとし、２つの対比的な気候変動シナリオパターンを設定、分析を
実施しております。2023年度の活動において、物理リスクのインパクト大の項目について財
務インパクトの算定を行いました。

重要なリスクと機会
発生
時間軸

事業への影響

物理
リスク

飼料価格の
上昇・不安
定化による
飼育コスト
の上昇

自社飼育の豚鶏
中～
長期

財務影響：影響なし～53億円
・原材料調達の不安定化
・畜肉生産コストの上昇

加工食品原料
(豚肉)

中～
長期

財務影響：影響なし～22億円
・加工食品生産コストの上昇

家畜生育への気温上昇影響
中～
長期

・畜肉生産量の減少
・畜肉生産コストの上昇

拠点における水災害リスクの高
まり

短～
長期

・保有設備への損害
・製造活動の低下、出荷遅延

拠点における水ストレスの高ま
り

短～
長期

・製造活動の低下

移行
リスク

炭素税導入によるエネルギー費
用の高まり

中～
長期

財務影響：130～200億円
・生産コストの上昇

機会

環境に配慮した消費動向の強ま
り

短～
長期

・包材コストの削減
・将来の市場獲得

新たんぱく質市場の拡大
短～
長期

・将来の市場獲得

パターン
参照

シナリオ
考える世界観

1.5/２℃
SSP1-1.9/2.6
IEA-NetZero

・脱炭素トレンド（炭素税等の規制コストが高まる）
・気候変動への関心を背景に、新たんぱく質市場の活性化、環境
へ配慮した製品の選択機会増加

４℃ SSP3-7.0

・気温上昇、水害、渇水等による飼料価格の上昇や畜肉調達価格
の上昇
・家畜への気温上昇影響
・自社拠点における水リスクの懸念

リスクと機会
財務インパクト
1.5/２℃～４℃

対応状況

物理
リスク

飼料価格の上
昇・
不安定化によ
る飼育コスト
の上昇

自社飼育の
豚鶏

大
(影響なし～53億

円)

・飼料要求率（*）改善の取組み
・飼料会社と連携、地産原料を使っ
た飼料の開発
・自社で豚ふん堆肥を活用した循環
型農業による穀物確保

加工食品原料
(豚肉)

大
(影響なし～22億

円)

・気候変動を考慮し、国や地域、さ
らにはその中で新たな取引先を開拓、
調達先を拡大
・製造コストの改善や商品価格改定

家畜生育への気温上昇影響 中 ・暑熱対策の実施

拠点における水災害リスクの
高まり

小
・洪水リスクに対する設備の強化
・災害時の製品供給体制の強化

拠点における水ストレスの高
まり

小
・水ストレスリスク高拠点における
水資源有効活用

移行
リスク

炭素税導入によるエネルギー
費用の高まり

大
(130～200億円)

・処理・製造工程でのエネルギー利
用の効率化・燃料転換
・再生可能エネルギーの利用拡大
・低排出車両への転換・物流効率化
による物流での排出削減

機会

環境に配慮した消費動向の強
まり

中 ・サステナビリティ価値の高い商品
の開発
・新たんぱく質を活用した商品開発
・新たんぱく質の研究開発新たんぱく質市場の拡大 大

戦略

好事例として着目したポイント
▪ リスク・機会の項目ごとに、発生時間軸、事業への影響、対応状況を端
的に記載するとともに、財務インパクトを定量的に記載
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（注）１ 「*１」について、 日本国のデータはハザードマップを、海外拠点のデータはWorld
Resources InstituteのAqueductを参照しております。

２ 「*２」について、中東地域は複数拠点がありますが、管理上１拠点とカウントしており
ます。

日本ハム株式会社（2/2）有価証券報告書（2024年3月期） P22-27
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

b. 家畜生育への気温上昇影響
（特定理由）

家畜の生育には気温や湿度等の環境が大きく影響します。当社グループの生産飼育拠点が
存在する日本、豪州、トルコにおいて分析を行った結果、気温上昇に伴い、一日あたりの増
体量が低下する可能性がありました。また、気温の上昇はグループ外からの畜肉調達コスト
についても長期的リスクの可能性となると考えております。

（対応状況）

（事例）
「鶏舎のクーリングパッド/ミスト装置の設置」

養鶏の暑熱対策として、クーリングパッド（※１）、ミスト装置（※２）の設置を進めて
おります。前年度までは設置予定のなかった東北地域の農場についても、気温の急変の影響
及び将来の気温上昇の影響を考慮し、ミスト装置を設置する方針に変更しました。設置予定
に対する進捗は以下のとおりです。今後については、飼育管理等の改善を行うとともに、暑
熱環境下での生産成績を上げるための技術開発の検討を進めます。

c. 拠点における災害リスクの高まり
（特定理由）

気候変動に伴い異常気象が増加する中、激甚災害のリスクが高まると言われています。当
社グループでは、農場、処理・製造工場、物流センターのうち、一部の拠点が洪水や高潮の
高リスクの地域に位置していることを確認しました。

（対応状況）
洪水高リスクの地域に位置している拠点については、現在の対応状況等をヒアリングした

結果、引き続き洪水による影響は軽微と判断されました。今後もリスクモニタリングを継続
します。

戦略

畜種 国 主な施策

鶏
日本 クーリングパッド、ミスト装置

トルコ クーリングパッド

豚 日本
・全地域：遮光ネット
・一部地域：スポットクーラー、クーリングパッド、屋根の散水、
送風・排気ファンの増設

牛 豪州 区画ごとにサンシェードの設置

国 地域 設置率

日本

北海道 84％

青森・山形・新潟 80％

宮崎・鹿児島
大分・熊本

100％

トルコ イズミル 100％

地域 拠点数
水災害（*１）

主な対応
リスク
評価洪水 高潮

アジア 212 11 ３ - -

内訳

日本 205 ６ ２
・主要製品の供給体制を含めたＢ
ＣＰの見直し
・水害に対する付保

軽微

中国
台湾

２ １ ０
・現地確認の結果、発生の可能性
が低い

軽微

東南
アジア

５ ４ １
・設備の床上げ等対策の実施済み
・工業団地における共同対策実施
済み

軽微

オセアニア ８ ０ １
・サイトを分散させて配置してお
り、万が一自然災害による影響を
受けた場合でも事業影響は軽微

軽微

北米 ２ ０ ０ - -

南米 １ ０ ０ - -

中東
１

（*２）
１ ０

・現地確認の結果発生の可能性が
低い

軽微

好事例として着目したポイント
▪ 特定したリスク・機会の項目ごとに、特定理由、対応状況、事例を具体
的に記載

▪ 災害リスクについては、水災害リスク（洪水、高潮）の高い拠点数を地
域別で定量的に記載するとともに、地域ごとの主な対応とリスク評価に
ついても端的に記載
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① 気候変動に関する考え方及び取組み
＜戦略＞

当社は、2050年カーボンニュートラルの達成を念頭に、中長期的な環境経営を推進する
べく、TCFD提言に示された項目に沿ってリスクと機会の特定を行いました。またTCFD提言
に基づき、脱炭素への取組みが進展する1.5℃シナリオと脱炭素への特段の措置が講じら
れない４℃シナリオという複数のシナリオを用い、定性的及び定量的な分析を行いました。
なお、参照したシナリオの詳細は以下のとおりです。

1.5℃（２℃未満）シナリオにおける当社の主なリスクとして、プラスチック規制によ
る包装材、ハンガー、繊維など調達コストの増加が考えられます。その他、炭素税をはじ
めとするカーボンプライシングメカニズム導入による輸送費用の変動や操業費用の増加、
顧客選好の変化による需要減少の恐れなどのリスクを特定しました。一方、環境性能を重
視する方向への顧客選好の変化については機会としても捉えています。当社は現在、サス
テナブルな商品の開発や推進、導入を進めており、廃棄後に自然の働きで分解される生分
解性繊維であるベンベルグ®（キュプラ）をスーツ・ジャケットの裏地に使用しているほ
か、節水染色技術を活用した生地であるELANCOをビジネスウェアの一部に採用しています。
また、プラスチック・スマートに賛同し、衣類の原料や包装資材のリサイクル素材化、プ
ラスチックハンガーのリサイクルなどを実施し、環境配慮、水使用量の削減、生物多様性
の保全に貢献しています。今後も環境配慮型商品の開発・販売を行うとともに、ライフサ
イクル全体におけるCO2排出量の削減に取り組んでまいります。

４℃シナリオにおける当社の主なリスクとしては、異常気象の激甚化による操業停止、
納品遅延などの発生が考えられます。また、平均気温の上昇により、オフィスや店舗にお
ける電力使用量が増加する可能性も考えられます。このような背景から当社は、BCP（事
業継続計画）の策定をはじめ、大規模な自然災害が発生した場合に、代表取締役や管理本
部長を中心とした緊急対策本部を迅速に立ち上げる体制を構築しているほか、定期的に防
災訓練を実施しており、防災・減災の実現に向けた対策を講じています。その他、当社は
自治体との連携強化にも努めております。大規模災害の発生時には義援金の寄付及び衣料
品の支援を行うほか、災害対策の強化に取り組む自治体や離島を含む遠隔地に対して防災
毛布を寄贈しており、地域全体での防災・減災を図っています。事業の展開については、
現在販売しているクールビズ対応商品の市場拡大を目指すと同時に、平均気温の上昇に対
応した新たな機能性商品の販売も検討しており、すでに導入しているサンプロテクト機能、
接触冷感機能などにおいても議論を続け、機会創出を図ってまいります。

青山商事株式会社（1/2）有価証券報告書（2024年3月期） P13-17
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋（１）

戦略

好事例として着目したポイント
（１）シナリオ分析の前提を端的に記載するとともに、各シナリオにおいて

想定される主なリスクと機会について具体的に記載
（２）シナリオ分析の条件を端的に記載するとともに、シナリオごとの財務

的影響額を営業利益への影響として定量的に記載

（２）

（中略）

「分析条件」
・炭素価格/排出権取引：炭素税の導入により発生するコストを試算しています。試算にあたっては主に
燃料使用量、電力使用量を参照しました。低炭素社会に移行するシナリオにおいては各種政策・規制によ
り課税額が上昇することが予測されています。
・エネルギーコストの変化：化石燃料価格や電力価格の変動による財務的影響を試算しています。試算に
あたっては主に輸送量、電力使用量を参照しました。低炭素社会への移行に当たり、電力価格が上昇する
ことが予測されています。
・異常気象の激甚化：自社拠点の被災やサプライチェーンの寸断を背景とした操業停止、遅延による被害
額を試算しています。試算にあたっては主に国内各拠点の従業員数や在庫試算額を参照しました。

■財務的影響
定量的な分析が可能な項目について、1.5℃（２℃未満）シナリオ及び４℃シナリオの２つの世界観に

基づき、財務的影響額を算出、視覚化いたしました。
BAU(Business As Usual)は2022年３月期の営業利益とし、その額から財務的影響額を足し引きした結果

をウォーターフォールグラフで示しています。
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＜指標及び目標＞
気候変動をめぐる状況は一刻の猶予もなく、当社においても排出CO2を削減していくことは

責務であると認識しています。そのために2013年度から青山商事単体のScope１・２の算出を
実施してまいりました。また2022年度より、算定範囲を連結子会社まで拡大することといたし
ました。現状を把握した上で、省エネ・再生可能エネルギー導入拡大を推進し、2050年カーボ
ンニュートラル、また2024～2026年度中期経営計画においては2026年度にCO2排出量2013年度
比 59％削減（Scope１+２）を目標としています。

なお、2022年度単体においては、2013年度比 40.6％の削減となっております。

■Scope１・２の実績と推移(単体)
（単位：t-CO2）

■Scope１・２の実績（単体を除く 国内・海外 連結子会社 合計 23社）

青山商事株式会社（2/2）有価証券報告書（2024年3月期） P13-17
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋（１）

■Scope３の実績と推移（単体）
（単位：t-CO2）

■第三者保証について
2022年度（単体）Scope１・２・３の実績については、排出量データの信頼性向上を目的として、

一般財団法人日本品質保証機構（JQA）に第三者検証を依頼し、検証報告書を取得しています。
※青山商事の算定データ及び算定方法について、ISO14064-3に準拠した検証となります。

なお、環境・気候変動に関する具体的な取組み内容は、ESGデータブックにて紹介しております
のでご参照ください。
https://www.aoyama-syouji.co.jp/ir/esg/#esg_detail_04

指標及び目標

項目 2013年度 2020年度 2021年度 2022年度

Scope１ 172 676 796 1,094

Scope２(Market-based） 84,984 61,696 52,784 49,463

Scope１+２ 合計 85,156 62,372 53,580 50,557

項目 2022年度

Scope１ 5,509

Scope２(Market-based） 20,477

Scope１+２ 合計 25,986

項目／カテゴリ 2020年度 2021年度 2022年度

Scope３合計 381,596 358,807 445,696

カテゴリ１ 購入した製品・サービス 343,233 319,678 406,416

カテゴリ２ 資本財 9,173 9,106 8,916

カテゴリ３ Scope１,２に含まれない
燃料及びエネルギー関連
活動

8,420 7,666 7,227

カテゴリ４ 輸送、配送（上流） 12,620 15,862 16,366

カテゴリ５ 事業から出る廃棄物 2,739 2,297 2,200

カテゴリ６ 出張 500 295 420

カテゴリ７ 雇用者の通勤 1,307 1,434 884

カテゴリ８ リース資産（上流） 算定対象外 算定対象外 算定対象外

カテゴリ９ 輸送、配送（下流） 算定対象外 算定対象外 算定対象外

カテゴリ10 販売した製品の加工 算定対象外 算定対象外 算定対象外

カテゴリ11 販売した製品の使用 算定対象外 算定対象外 算定対象外

カテゴリ12 販売した製品の廃棄 3,603 2,469 3,268

カテゴリ13 リース資産（下流） 算定対象外 算定対象外 算定対象外

カテゴリ14 フランチャイズ 算定対象外 算定対象外 算定対象外

カテゴリ15 投資 算定対象外 算定対象外 算定対象外

好事例として着目したポイント
（１）Scope1~3について複数年の実績を定量的に記載するとともに、

Scope3はカテゴリーごとの内訳も定量的に記載
（２）保証会社と保証にあたり準拠している基準を明記したうえで、

Scope1~3について第三者保証を受けている旨を記載

（１）

（２）
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リスク・機会の種類 対応方針

移行リ
スク

政策・
法律

●GHG排出規制の強化等による、建築基準
等に変更が生じるリスク。（投融資先の既
存資産減損による、当行担保物件の毀損）
●炭素税導入のリスク。（投融資先の収益
減少による、当行与信関連費用の増加）

●沖縄県の二酸化炭素は民生部
門（民生家庭部門、民生業務部
門）が47％と最大の排出セク
ターであり、家庭から排出され
る二酸化炭素を抑制することで、
ある一定の排出量抑制が期待で
きる。また当行の融資ポート
フォリオは住宅ローンおよびア
パートローン等のレジデンス関
連融資が6割を占めているため、
レジデンス関連融資先のGHG排出
量を削減することで社会全体に
インパクトが与えられると認識
している。
●県内のGHG排出量削減の取り組
みとして県内でのZEH住宅等の普
及を目的としたZEH住宅等建築に
携わる事業者の連携体制（ZEP 
Ryukyu）を構築。ZEH・省エネ住
宅建築に係るノウハウの向上を
図るとともに、その他各種支援
をおこなっている。（エンゲー
ジメントの強化）

市場

●観光客の環境意識の高まりにより、環境
に配慮しない観光地や宿泊施設への需要低
下のリスク。（投融資先の収益減少による、
当行与信関連費用の増加）
●原油価格高騰、感染症等の発生頻度増加
による観光客が減少するリスク。（投融資
先の収益減少による、当行与信関連費用の
増加）

評判

●沖縄の自然環境を保護するための取り組
みが不十分な場合、地域のブランドイメー
ジが低下し観光客が減少するリスク。（投
融資先の収益減少による、当行与信関連費
用の増加）

技術

●脱炭素化に向けた技術開発の遅れによる、
既存技術陳腐化のリスク。（投融資先の収
益減少による、当行与信関連費用の増加）

物理的
リスク

急性

●台風の大型化による投融資先および当行
の営業拠点の毀損による事業継続に支障を
きたすリスク。

●投融資先および当行に及ぼす
影響額の算定。
●投融資先へ物理的リスクの共
有および啓発。

慢性

●海面上昇による海岸付近の設備や工場等
の水没リスク。（投融資先の既存資産減損
による、当行担保物件の毀損）

●投融資先へ物理的リスクの共
有および啓発。

②戦略

株式会社琉球銀行（1/3）有価証券報告書（2024年3月期） P13-17,19
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（ウ）気候変動に関する当行の重要な移行リスク、物理的リスク、機会の認識

（中略） リスク・機会の種類 対応方針

機会

資源効
率

●省エネ設備の導入によるエネルギー使用
の高効率化。

●新店舗のZEB化。

エネル
ギー源

●エネルギー源のシフトによる調達コスト
の低下。

●営業車両のEV化の検討。
●営業店および社員寮への太陽
光設備導入。

製品・
サービ
ス

●環境に配慮した金融商品・サービス開発
による投融資先支援・新市場の創出。

●SDGs応援サービスの展開。
●ESG関連融資制度、利子補給制
度の展開。

市場

●環境に配慮した金融商品・サービス開発
による投融資先支援・新市場の創出。
●環境保全プロジェクトへの投資などの機
会の拡大。

●SDGs応援サービスの展開。
●ESG関連融資制度、利子補給制
度の展開。
●BORファンドによる出資。

強靭性
●台風等の風災対策のためのインフラ投資
等によるファイナンス機会の拡大。

●ESG関連融資制度、利子補給制
度の展開。

（エ）TCFD提言の定義を踏まえた貸出金ポートフォリオに占める炭素関連資産の割合

（オ）移行リスクの重要セクター選定
脱炭素社会への移行により、お客さまのビジネスに影響がおよぶリスクが想定されます。
当行では移行リスクを対象としたシナリオ分析を実施し、2050年までの影響を評価しました。

沖縄県は亜熱帯海洋性気候の下、美しいサンゴ礁が発達した青い海と多様な野生生物が生息・生
育する緑豊かな160の島々から構成され、国内有数の観光リゾート地であり観光産業を基幹産業
としていることも考慮しました。

上記内容を踏まえ定性的な分析を行った結果、最も移行リスクの高いセクターとして「観光産
業（宿泊業、飲食業、道路旅客運送業）」セクターおよび「電気・ガス・水道」セクターを特定
しました。

対象セクター 2024年3月期

エネルギー、運輸、素材・建築物、

農業・食料・林産物
15.1％

戦略

好事例として着目したポイント
▪ リスク・機会の項目ごとに、リスク・機会の種類と対応方針を一覧で端
的に記載
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（カ）重要セクターごとのシナリオ策定、気候変動リスク推移の定量評価
移行リスク
a. 「観光産業（宿泊業、飲食業、道路旅客運送業）」
（a）4つのシナリオを複合的に考慮した観光客減少シナリオ
Ⅰ.原油価格高騰による航空運賃の上昇に伴う観光コストの増加。
Ⅱ.航空運賃以外の飲食・宿泊代金等の上昇に伴う観光コストの増加。
Ⅲ.海外政府による渡航規制や海外旅行に対する世界的なマインドの低下。
Ⅳ.サンゴの白化現象の発生頻度の増加に伴うダイビング等を目的とした観光客の減少。
（b）突発的に発生する与信関係費用
Ⅰ.地球温暖化に伴い、新型コロナウィルスのような、疫病・感染症等の発生頻度が増加。

b. 「電気・ガス・水道」
・炭素税導入によるコスト増、エネルギー転換による大幅なビジネスモデルの転換や設備
投資が急務であり、移行リスクが大きいと考えられます。

（キ）気候変動リスクの定量評価
物理的リスク

気候変動に伴う異常気象の増加により、当行のお客さまのビジネスにおよぶリスクや当行
所有の各営業店設備に対するリスクが想定されます。

沖縄県は北西太平洋や南シナ海で発生した台風が接近するため風水被害が多い土地です。
また、河川は他都道府県と比較し、流路延長が短く降雨は海へ直接流出するという特徴があ
るほか、流域面積が小さく、貯水能力が小さいことから洪水リスクが存在します。

よって、台風・豪雨等の風水害による当行不動産（建物）担保の担保価値影響額および当
行各営業店設備等への被害額を分析の対象としました。

ハザードマップ情報、治水経済調査マニュアルのデータや２℃シナリオ・４℃シナリオに
基づく将来的な台風による被災状況に関する試算等を踏まえ、2050年までの物理的リスクの
分析を行いました。

株式会社琉球銀行（2/3）有価証券報告書（2024年3月期） P13-17,19
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物理的リスク
沖縄県は、美しいサンゴ礁に囲まれた160の島々から構成されており、ダイビング等を目的とし

た観光客も多く来県します。
地球温暖化に伴う海水温の上昇によりサンゴの白化現象の発生頻度が増加した場合、それに伴う

観光客の減少が懸念され、投融資先のビジネスに影響がおよぶリスクが想定されます。
2023年までのおよそ100年間にわたる海域平均海面水温（年平均）の上昇率は、+1.24℃/100年と

なっており、サンゴの白化が起こった年には平年以上に海水温が高くなっております。
サンゴの白化現象の発生頻度が増加することによる当行への影響額は、移行リスクに伴う与信関

係費用の増加分：最大約117億円のうち約19億と試算しました。

④指標及び目標
（ア）当行グループにおけるScope1・2のGHG(温室効果ガス)排出量と削減目標
a．Scope1・2のGHG排出量
・当行グループでは積極的に営業店のZEB化や営業店照明のLED化、老朽化空調機を効率化空調機へ
更新するなどの施策を展開したことにより、Scope1・2の2023年度GHG排出量は2013年度比約35.6％
削減(前年比▲5ポイント)となりました。また、2021年11月に導入した沖縄電力が提供する非化石
証書を用いた再生可能エネルギー由来の電力「うちなーCO2フリーメニュー」を控除した場合の
2023年度GHG排出量は4,282t-co2(2013年度比約61.4％削減)となりました。

b．削減目標
・Scope1・2のGHG排出量を2025年度までに2013年度比45％削減、2030年度までに2013年度比60%削
減,2050年までに2013年度比100％削減します。

※2023年度のGHG排出量につきましては信頼性、正確性、透明性等を確保するため、現在、第三者
保証機関による検証作業中となっております。そのため検証結果により2023年度のGHG排出量が変
更になる可能性がございます。

シナリオ IEAのネットゼロ排出シナリオ

データ
当行の与信コストデータ、マクロ経済指標、IEAの「ネットゼロ排出シナリオ」情
報

分析対象
「観光産業（宿泊業、飲食業、道路旅客運送業）」セクターおよび「電気・ガス・
水道」セクター

分析期間 2050年まで

分析結果
与信関係費用の増加分：最大で約117 億円
また、新型コロナウィルスのような感染症が発生・拡大した場合には、突発的な与
信関係費用として、約 8 億円増加する見通しです。

シナリオ IPCCのRCP2.6シナリオ（2℃シナリオ）およびRCP8.5シナリオ（4℃シナリオ）

データ 当行担保物件および台風被害情報、ハザードマップ、治水経済調査マニュアル 他

分析対象
台風・豪雨等の風水害による当行不動産（建物）担保の担保価値影響額および当行

営業店設備等への被害額

分析期間 2050年まで

分析結果
与信関係費用の増加分：約５億円

支店における設備等への被害額：約７億円～約１８億円

（中略）

指標及び目標戦略

好事例として着目したポイント
（１）シナリオ分析の結果について、与信コストに与える影響額を含めて端

的に記載
（２）Scope1・2のGHG排出量と削減目標を定量的に記載

（２）
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（イ）当行におけるScope3カテゴリー1～15GHG排出量                         (t-co2)

株式会社琉球銀行（3/3）有価証券報告書（2024年3月期） P13-17,19
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋（１）

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期

カテゴリー1（購入した商品

サービス）
8,054 7,395 5,994 7,297

カテゴリー2（資本財） 5,789 2,248 3,722 8,498

カテゴリー3（Scope1,2に含ま

れない燃料およびエネルギー
関連活動）

774 712 703 660

カテゴリー4（輸送・配送（上

流））
- - - -

カテゴリー5（事業者からでる

廃棄物）
- - - -

カテゴリー6（出張） 202 200 229 230

カテゴリー7（通勤） 704 698 795 802

（中略）

カテゴリー15（投融資） ※194,842 ※191,515 159,467,443 100,369,004

2023年3月期 2024年3月期

GHG排出量(データクオリティスコア：1) ― t-co2 ― t-co2

GHG排出量(データクオリティスコア：2) ― t-co2 ― t-co2

GHG排出量(データクオリティスコア：3) 43 t-co2 146 t-co2

GHG排出量(データクオリティスコア：4) 87,791 t-co2 81,897 t-co2

GHG排出量(データクオリティスコア：5) ― t-co2 ― t-co2

合計 87,834 t-co2 82,043 t-co2

加重平均データクオリティスコア 3.9 3.9

※2021年3月期、2022年3月期のカテゴリー15（投融資）の排出量は住宅ローンおよび商業用不動
産（アパートローン）のみ算出。
※2024年3月期のGHG排出量につきましては信頼性、正確性、透明性等を確保するため、現在、第
三者保証機関による検証作業中となっております。そのため検証結果により2024年3月期のGHG排
出量が変更になる可能性がございます。

（ウ）当行におけるScope3カテゴリー15(投融資) GHG排出量
a．住宅ローン

※住宅ローンのGHG排出量につきましては、当行住宅ローンにおけるZEH専用住宅ローン
（データクオリティスコア：3）の割合を高めることで削減に努めてまいります。

※2024年3月期のGHG排出量につきましては信頼性、正確性、透明性等を確保するため、
現在、第三者保証機関による検証作業中となっております。そのため検証結果により
2024年3月期のGHG排出量が変更になる可能性がございます。

データ

クオリティ
カテゴリー 具体例 アプローチ

Score 1

開示情報に基づく排出量

実際の排出量データ
（第三者機関認証あり）

個社
ベース

アプローチ

Score 2

実際の排出量データ
（第三者機関認証なし）

推

計
情
報

活動量データに基づく

推定排出量

エネルギー消費量等のデー

タに基づく推定排出量

Score 3
生産量などデータに基づく

推定排出量

Score 4
財務指標に基づく

推定排出量

各企業の売上高データに基

づく推定排出量 セクター

平均
アプローチScore 5

各企業の資産データに基づ

く推定排出量

（エ）環境問題に対する新たなサービスや当行内の取り組み状況
a．住宅ローン、商業用不動産（アパートローン）のScope3削減について
・全国と沖縄県の部門別二酸化炭素排出量(2020年度)の排出構成を比較すると、沖縄県の産業
構造が全国と比べて製造業の割合が小さいという地域性から、産業部門が全国では34％を占
めているのに対し、沖縄県では12％となっています。

・一方、沖縄県では民生部門（民生家庭部門、民生業務部門）が47％と、全国(33%)と比べて高
い割合を占めており、家庭から排出される二酸化炭素を抑制することで、ある一定の排出量
抑制が期待できます。

・また当行の融資ポートフォリオは住宅ローンおよびアパートローン等のレジデンス関連融資
が6割を占めているため、レジデンス関連融資先のGHG排出量を削減することで社会全体にイ
ンパクトが与えられると認識しております。

・当行は沖縄県の特徴、マーケット、課題等に適した脱炭素社会実現の取り組みとして、ネッ
ト・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング(ZEB)や建
築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に合致する建物建築を推進することで、沖縄県全体の
GHG排出量削減に寄与してまいります。

・また金融機関において、投融資先のGHG排出量削減は重要であると認識しています。
・計測および削減に向けた目標設定はチャレンジングな課題と考えており、引き続きサステナ
ビリティ委員会で検討や議論を深めたうえで削減目標を開示してまいります。

（中略）

指標及び目標

好事例として着目したポイント
（１）Scope3のGHG排出量について、カテゴリーごとに複数年分の実績を

定量的に記載
（２）Scope3のカテゴリー15（投融資）について、GHG排出量の算出にお

けるデータクオリティを具体的に記載
（３）環境問題に対して行っている取組みについて具体的に記載

（２）

（３）
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（５）環境課題・社会課題関連

③ ＧＨＧに関連する指標等の算定
ｂ．ＧＨＧ排出量

当行は、サステナビリティ推進委員会における温室効果ガス対策分科会と、ＧＨＧ排出量算
定・可視化クラウドサービスを提供する株式会社ゼロボードとの協働により、ＧＨＧ排出量の
算定対象範囲、算定方法等についてＧＨＧプロトコルに則り検討を重ねてきましたが、今回算
定・推定したＧＨＧ排出量は次のとおりです。なお、温室効果ガスはすべてＣＯ２（二酸化炭
素）に換算しています。

ア．スコープ１、２（連結子会社を含む、単位：ｔ－ＣＯ２）

＜スコープ１、２の算定プロセス＞

イ．スコープ３（カテゴリー３は連結子会社を含む、それ以外は当行単体、単位：ｔ-ＣＯ２）

株式会社岩手銀行（1/2）有価証券報告書（2024年3月期） P18-22
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

好事例として着目したポイント
（１）Scope3のGHG排出量について、カテゴリーごとに複数年分の実績を

定量的に記載
（２）・Scope3の算定対象範囲や算定方法を端的に記載

・Scope3のカテゴリー15（投融資）については、商品ごとのGHG排
出量の算出方法を具体的に記載するとともに、データクオリティに
ついても定量的に記載

（２） ＜スコープ３の算定対象範囲、基礎データ、算定方法＞

（中略）

区 分 2022年度 2023年度

スコープ１ 1,113 1,051

スコープ２ 3,547 1,774

合 計 4,660 2,825

スコープ１は直接排出（ガソリン、灯油、重油、ガス）、スコープ２は間接排出（電気）
であり、それぞれの使用量に対して最も適切と考えられる排出原単位を乗じて算定しています。

排出原単位は、環境省が公表している「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係
数一覧」ならびに「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）」を利
用しています。

カテゴリー 2022年度 2023年度

１．購入した製品・サービス 7,909 8,261

２．資本財 1,502 1,829

３．スコープ１、２に含まれない
燃料およびエネルギー活動

710 683

４．輸送、配送（上流） 218 248

５．事業から出る廃棄物 43 30

６．出張 135 167

７．雇用者の通勤 535 557

15．投融資 1,504,455 1,310,629

合 計 1,515,511 1,322,406

指標及び目標

（１）

● カテゴリー２、３、７、15以外の基本的事項
当行利用している経費管理システムから得られるデータについて、勘定科目と摘要コードの組み

合わせをもって、経費支出項目（以下、支出項目）と算定要否を判定したうえで、カテゴリーごと
に算定しています。

● カテゴリー３、15以外の排出原単位
環境省が公開している「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排

出原単位データベース」を利用しています。また、排出原単位については、各支出項目に照らして
最も適切と考えられるものを選定しています。

● 消費税の取り扱い
消費税は控除せずに算定しています。

（中略）
● カテゴリー15「投融資」

今回は、事業法人向け融資ならびに住宅ローンを対象に、ＰＣＡＦ（※）スタンダードの方法論
に準拠して算定しています。
※「Partnership for Carbon Accounting Financials」金融機関の投融資ポートフォリオにおける
ＧＨＧ排出量を計測・開示する方法を開発する国際的なイニシアティブ
具体的には次の手順のとおりです。

＜事業法人向け融資＞
炭素関連資産に関連付け、そのセクターや主な業種ごとに、当行に融資取引がある代表的な事業

法人が開示している売上高とそれに対するＧＨＧ排出量（スコープ１、２）の割合を算出し、その
割合を排出係数（炭素強度）として各事業法人の直近決算時点の売上高に乗じる方法を基本に各事
業法人における総排出量を推定しています。そして、その推定結果をアトリビューション・ファク
ター（各事業法人の負債と純資産の合計に占める当行融資残高）に乗じて算定しています。

事業法人ごとの排出量＝炭素関連資産に基づくセクターや主な業種ごとの排出係数（炭素強度）×
事業法人ごとの売上高×アトリビューション・ファクター（事業法人ごとの当行融資の寄与度）

したがって、データクオリティはスコア４（企業の売上高とセクターの売上高あたりの排出係数
より推計）相当となっています。

＜住宅ローン＞
住宅ローン１件ごとに、各年度末時点の残高を分子、当行の住宅ローン関連システムから得られ

る購入時評価額を分母として当行寄与分を算出し、その結果に対して世帯当たりの年間ＣＯ２排出
量を乗じて算定しています。

なお、購入時評価額を管理の対象としていない住宅ローンなど、住宅ローン関連システムから購
入時評価額が抽出されないものについては、それを当初貸出額で代替しています。

また、世帯当たりの年間ＣＯ２排出量は、環境省が公表している「令和４年度 家庭部門のＣＯ
２排出実態統計調査結果について（確報値）」（東北地方、算定対象年度末において把握できる直
近の排出量、2023年度分については2022年度の3.59ｔ－ＣＯ２／世帯・年）を引用しています。

過去に公表した2022年度の結果と異なっていますが、2021年度の4.02ｔ－ＣＯ２／世帯・年を引
用して算出していたものを、公表にあわせて2022年度の3.59ｔ－ＣＯ２／世帯・年を適用し算出し
直したためです。

3-25
目次に戻る

「サステナビリティに関する考え方及び取組」 ３．「気候変動関連等」の開示例



株式会社岩手銀行（2/2）有価証券報告書（2024年3月期） P18-22
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋（１）
また、カテゴリー15「投融資」の詳細は次のとおりです。（単位：ｔ－ＣＯ２）

今後は、ＧＨＧ排出量の大部分を占めるスコープ３カテゴリー15におけるデータクオリティ（ス
コア）とともに、その他のカテゴリーについても精度・粒度の向上を図っていく予定としています。

セクター 主な業種 2022年度 2023年度

エネルギー

・石油、ガス

・石炭

・電力事業

15,421

780

378,274

14,818

719

342,489

小計 394,476 358,027

運輸

・航空貨物輸送

・航空旅客輸送

・海運

・鉄道輸送

・トラックサービス

・自動車、部品

―

18,447

1,420

3,617

10,267

8,596

―

18,326

1,568

4,420

11,770

7,447

小計 42,349 43,533

素材・建築物・資本財

・金属、鉱業

・化学品

・建材

・資本財（建物等）

・不動産管理、開発

200,557

21,735

54,239

39,526

4,399

228,098

22,882

35,881

7,616

5,099

小計 320,457 299,579

農業・食料・林産物

・飲料

・農業

・包装食品、肉

・紙、林産物

3,369

13,086

46,230

86,053

2,738

16,216

43,160

75,935

小計 148,740 138,051

その他の事業法人向け融資 ― 525,607 397,322

住宅ローン ― 72,824 74,113

合計 1,504,455 1,310,629

＜ご留意いただきたい事項＞
上述の指標やリスク量の算定結果は、一定の仮定や前提を置いて導き出したものです。また、

独立した第三者による保証・検証を取得しているものではありません。
今後、算定や分析対象セクターの範囲の拡大、精度や粒度の向上、リスクシナリオ分析の高度

化、適用する排出係数・排出原単位の変更、算定方法に係る国際的な基準の明確化に対する議論
の動向等により、当行で把握・公表する数値についても将来的に変更となる可能性があります。

好事例として着目したポイント
（１）Scope3のカテゴリー15（投融資）の内訳として、複数年分のGHG排

出量を業種別で定量的に記載
（２）GHG排出量（Scope1・2）の推移状況を定量的に記載するとともに、

GHG排出量削減のための取組みを端的に記載

④ 指標と目標
ａ．当行グループのＧＨＧ排出量の削減

当行グループが地域の脱炭素社会の実現に向けて先導的役割を果たす姿勢を示すため、ＧＨ
Ｇ排出量の削減について次のとおり目標を定めています。

2023年度においては、再生可能エネルギー由来の電力である「いわて復興パワー水力プレミア
ム」を当行グループに導入することで、スコープ１、２において基準年（2013年度）対比で
▲63％まで削減が図られました。

 ＜ＧＨＧ排出量の推移＞

引き続き、豊かな森林・海洋資源の保全や、地域の再生可能エネルギー由来電源開発、ＣＯ
２貯留などへの取組み・関与を通じて、ＧＨＧ排出量の削減に貢献し、将来的に社会全体のＧ
ＨＧ排出量が吸収量を下回る状態「カーボンネガティブ」の実現を目指していきます。

さらに、当行はスコープ３を含むＧＨＧ排出量ネットゼロやカーボンネガティブを目指すに
あたり、自治体との脱炭素社会の実現に向けた基本合意の推進等、面的企業支援および関係者
間の連携強化に向けて積極的に取り組むとともに、事業性理解や本業支援、エンゲージメント
を通じて、いわぎんＳＤＧｓ評価・宣言サポートサービス、ＧＨＧ排出量算定・可視化サービ
ス、Ｊ－クレジット、自家消費型太陽光発電など、取引先の気候変動に関する課題の解決に向
けたコンサルティングやソリューションを幅広く提供していきます。

（以下略）

時 期 内 容

2030年度 スコープ１、２ ネットゼロ

2050年度 スコープ１～３ ネットゼロ

指標及び目標

（２）
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② 戦略
（イ）概要
当社グループは、「サステナブル・ビジョン2030」の中で「脱炭素社会＆循環型社会」の実

現を重要なサステナビリティ目標の一つとしています。また、ＴＣＦＤ提言に沿い、パリ協定
に基づく気候変動シナリオを前提とした将来リスクと事業機会を分析・整理しました。それら
リスクと機会の影響と財務インパクトを特定した上で、対応策および指標・目標を設定し、経
営戦略の強靭性（レジリエンス）向上を図ります。

（ロ）シナリオ分析
温暖化対策の進展によってさまざまなシナリオが考えられる中、以下「シナリオ分析の概

要」シナリオを典型的なものとして参照しました。
今世紀末までの世界の平均気温の上昇が1.5℃に抑えられるシナリオと、４℃まで上昇する

シナリオのそれぞれについて、2050年までの事業への影響と、当社グループの新たな機会を検
討しました。

なお、前事業年度まで２℃未満シナリオを参照していた部分については、世界的潮流にのっ
とり、当事業年度より1.5℃シナリオを参照し、検討しました。その結果、２℃未満シナリオ
との差異は認められませんでした。

■シナリオ分析の概要

東洋紡株式会社（1/1）有価証券報告書（2024年3月期） P24,27
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

（１）

（ニ）特に重要であると認識したリスクと機会
（中略）

＜重要リスク３：石油由来資源の削減や代替化する要請の高まり＞および
＜重要機会１：低炭素／脱炭素型素材や製品の需要増加＞

当社グループの主力事業であるフィルム事業はグループ全体の売上高の４割以上を占めます。また、
現状のフィルム事業の売上高のうち、約90％が石油由来資源に依存したものです。今後の脱炭素に向
けた社会変化（移行）の中で、お客さまを含む社会から石油由来資源の使用量削減や代替化の要請が
高まることが予想され、気候関連の重要リスクとして認識しています。また、同時に低炭素／脱炭素
型素材や製品の需要は増加し、事業機会が存在すると認識しています。

（リスクを低減する／機会を実現するための施策とその費用）
当社グループは、「サステナブル・ビジョン2030」において、石油由来資源の使用量低減につなが

る技術や取組み（※）をグリーン化と定義し、2030年度にフィルム製品の60％でグリーン化を実現す
ることを目標に設定し、2023年度においてその比率は13％となりました。石油由来資源の使用量を減
らすフィルム製品は、低炭素／脱炭素型製品でもあり、フィルム製品のグリーン化を推進することで、
リスクの低減と共に、事業機会の獲得・拡大を図ります。フィルム事業の2030年度の目標売上高であ
る約2,200億円のうち、約1,300億円が、当機会の獲得・拡大によるものです。

このフィルム製品のグリーン化を実現するための当期の費用は、グリーン化フィルムに関する研究
開発投資額であり、フィルムセグメントの研究開発費である41億円に含まれます。
（※）バイオマス原料を用いたフィルムの開発、薄型軽量素材のフィルム開発（高強度化）、使用後

のフィルムのリサイクルを容易にするための環境配慮設計（モノマテリアル化）、リサイクル原
料を使用したフィルム開発およびリサイクル化自体の技術開発

＜重要機会２：水資源の希少化による様々な高度水処理の需要の高まり＞
気候変動の進行により、全世界で水不足や干ばつの発生リスクが高まると認識しています。今後、

多くの地域で工業用水だけでなく生活用水の確保にも課題が生じ、淡水や淡水のリサイクル需要がま
すます高まると予測しています。

当社グループは、1970年代に紡糸技術を活用して開発されたＲＯ膜により海水淡水化事業に乗り出
しました。ＲＯ膜はその素材特性により、塩素殺菌に優れた耐久性があります。特に閉鎖性海域など
の微生物が増殖しやすい海水での海水淡水化に強みがあり、中東湾岸諸国での安定的な淡水の供給に
貢献しています。

また、この技術を応用して、高効率に溶液を濃縮するＢＣ膜を開発・販売しています。工場排水の
排水処理・リサイクルや無排水（ＺＬＤ）化、電池リサイクル工場での有価物（リチウムなど）回収
などで売上拡大を見込んでいます。

（機会を実現するための施策とその費用）
当社グループは、「サステナブル・ビジョン2030」において、2030年度に、膜による海水淡水化で

1,000万人分の水道水相当量を造水する目標を設定し、2023年度時点で、その造水量は520万人分とな
りました。今後も、三菱商事との合弁会社「東洋紡エムシー株式会社」の立ち上げによるソリュー
ション提供力の強化により、社会課題の解決を通じた事業機会の獲得・拡大を図ります。

これらの目標の実現、事業機会獲得のための当期の費用は、水処理膜に関する研究開発投資額であ
り、環境・機能材セグメントの研究開発費である49億円に含まれます。

設定シナリオ 1.5℃シナリオ ４℃シナリオ

社会像

今世紀末までの平均気温の上昇を1.5℃
に抑える努力を追求し、持続可能な社
会の発展をかなえるため、大胆な政策
や技術革新が進められる。脱炭素社会
への移行に伴う社会変化が、事業に影
響を及ぼす可能性が高い社会になる。
〈事例〉
●炭素税の導入・炭素価格の上昇
●自動車の電動化シフト、再生可能エ
ネルギーの拡大

パリ協定に即して定められた約束
草案等の各国政策が実施されるも、
今世紀末までの平均気温が成り行
きで最大４℃まで上昇する。温度
上昇等の気候の変化が、事業に影
響を及ぼす可能性が高い社会にな
る。
〈事例〉
●大雨による洪水被害の増大

参照シナリオ

●「NZE」（IEA WEO2023）
●「APS」（IEA WEO2023）
●「SDS」（IEA WEO2021/ETP2020）
●「SSP1-1.9」（IPCC AR6）
●「RCP2.6」（IPCC AR5）
●「Global Ambition scenario」（
OECD Global Plastics Outlook）

●「SSP5-8.5」（IPCC AR6）
●「RCP8.5」（IPCC AR5）
●「STEPS」（IEA 
WEO2023/ETP2020）

リスクと機会
の傾向

移行面（規制強化などの社会変化）で
のリスクおよび機会が顕在化しやすい

物理面（気象の変化など）でのリ
スクおよび機会が顕在化しやすい

（中略）

（以下略）

戦略

好事例として着目したポイント
（１）シナリオ分析の概要を端的に記載
（２）・特に重要であると認識したリスクと機会について、重要であると認

識した理由を具体的に記載
・リスクを低減または機会を実現するための施策とその費用について
定量情報も含めながら具体的に記載

（２）
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(３）気候変動対応（ＴＣＦＤ）
ア．シナリオ分析

当社グループは、世界エネルギー需要の長期的見通しについてはＩＥＡのＷＥＯ（World
Energy Outlook 2022）を参照し、物理的なリスク評価（気候や海面変化への対応等）について
はＩＰＣＣのＲＣＰを参照してシナリオ分析を実施しています。

長期ビジョンの見直しにあたり、低炭素社会は ＩＥＡ ＷＥＯのＳＴＥＰＳ（注１）、カー
ボンニュートラル社会はＡＰＳ（注２）及びＮＺＥ（注３）を参考に検討し、その中間シナリオ
を当社グループのベースケースとしました。その結果、長期ビジョンで描く社会シナリオの方向
性は変わらないものの、その変化のスピードは公表時の想定より加速すると考えています。

当社グループのシナリオでは、2040年社会における国内燃料油需要はおよそ半減する（2019年
比）一方、脱炭素・循環型資源由来のエネルギー市場が大きく成長していく中で環境価値取引も
一般化することを想定しています。また、ＥＶ・シェアリング等のモビリティ関連、生活を快適
にするライフサポート関連の高付加価値サービスや、リサイクル資源、デジタル機器等に必要な
高機能材料、先端材料等の需要が拡大していくと見込んでいます。

当社グループは、1.5℃を含む複数のシナリオを検証しており、化石燃料中心のポートフォリ
オから脱炭素分野へシフトしていく過程において、燃料油の需要動向等にも注視しながら、エネ
ルギー安定供給とカーボンニュートラル社会の実現を両立していく方針です。様々なシナリオに
対応する高いレジリエンスを有しており、社会全体がよりカーボンニュートラル実現に向けて進
展し、日本全体で1.5℃シナリオに向かっていく環境により近づけば、当社の取組もさらに加速
させることで日本のエネルギートランジションをリードし、脱炭素社会の形成に大きく貢献しま
す。
（注）１．Stated Policies シナリオ（現在公表されている各国の政策を反映したシナリオ）

２．Announced Pledges シナリオ（各国の意欲的な目標が達成されると仮定したシナリ
オ）

３．Net Zero Emissions by 2050 シナリオ（2050年に世界でネットゼロを達成するシナ
リオ）

 イ．リスクと機会
当社グループは、全社的リスクマネジメント（ＥＲＭ）を導入しています。このプロセスから

気候変動対応は経営上の重要なリスクと捉え、かつ機会とも認識しており、次頁の項目を特定し
ています。
財務影響については、移行リスクは当社ベースシナリオ、物理リスクはストレスケースとして

ＩＰＣＣ  ＲＣＰ8.5シナリオ（注４）に基づき試算していますが、多くの潜在的リスク・不確
実な要素・仮定を含んでおり、実際には、重要な要素の変動により大きく異なる可能性がありま
す。

なお、リスク・機会を含むＴＣＦＤ推奨の開示項目については、毎年発行される「ＥＳＧデー
タブック」に詳細を記述しています。2024年11月に発行する予定ですので、そちらをご参照くだ
さい。

（注）４．ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）の評価シナリオで、世界の平均気温が
2100年までに1986年～2005年と比べ約４℃相当上昇するシナリオ

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社（1/2）有価証券報告書（2024年3月期） P25-28,140
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋 ●リスク・機会と時間軸ごとの財務影響

(注）５．世界資源研究所（World Resources Institute）が開発した水リスク評価ツール

戦略

項目名

財務影響

短期
（2025年）

中期
（2030年）

長期
（2040年）

評価方法

移行
リス
ク

・カーボンニュート
ラル達成のために要
するコストの増加

なし
300億円／
年

1,200億円
／年

2030年の目標削減量400万トン、
2040年の目標削減量1,900万トン
全量を炭素クレジット購入した場
合の営業利益減少額
炭素クレジット価格（50ドル／
tCO２※ ）×数量×為替
※内部炭素価格

・技術革新によるＥ
Ｖの普及加速による
石油需要減
・環境意識の高まり
による石油需要減

影響は限定
的

約500億円
／年減少

約1,000億
円／年減少

2019年比2030年に国内石油需要が
約２割減、2040年に約半減した場
合の営業利益減少額
（第３次中期経営計画の2025年度
の利益目標をベースに算出）

・石油上流資産の座
礁化

リスクは限定的
保有する石油上流資産の埋蔵量を、
現行生産量で割り戻した可採年数
から推定

物理
リス
ク

・異常気象(大型台風
等)と海面水位の上昇
による極端な風水害
の発生、過酷度の増
加

１～２億円／年

ＩＰＣＣ ＲＣＰ8.5シナリオを
参照し、国内に保有する製油所・
製錬所等31箇所の設備・資産を対
象に、ＷＲＩ Ａｑｕｅｄｕｃｔ
（注５）等を用い被害総額（営業
利益減少額）を試算

・温暖化に伴う海面
上昇

リスクは限定的
Ａｑｕｅｄｕｃｔが予測する2040
年時点の日本近海における海面上
昇量（約0.2メートル）から推定

機

会

・再生可能エネル
ギー、水素、カーボ
ンニュートラル燃料
に対する需要増加

周到な準備
と展開
フェーズ

〜500億円
／年

〜2,000億
円／年

脱炭素・循環型社会の進展に伴い、
再生可能エネルギー、水素、カー
ボンニュートラル燃料に対する需
要の増加が見込まれ、推定される
市場規模と当社シェア、営業利益
率について一定の仮定をおき試算
した当期利益

・ＥＶ充電や環境に
配慮したモビリティ
サービスの拡大

周到な準備
と展開
フェーズ

〜500億円
／年

〜1,000億
円／年

脱炭素社会に向けて普及が見込ま
れるＥＶ充電の需要増加や、環境
に配慮したモビリティサービス等
のビジネス機会拡大が見込まれ、
推定される市場規模と当社シェア、
営業利益率について一定の仮定を
おき試算した当期利益

（中略）

好事例として着目したポイント
▪ リスク・機会の項目ごとに短期、中期、⻑期の財務影響額を定量的に記
載するとともに、評価方法について端的に記載
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【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋 （参考）【連結財務諸表等】 ※ 一部抜粋
ウ．指標と目標 ～カーボンニュートラル基本計画～

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、当社グループはカーボンニュートラル基本
計画（2023年５月公表）を策定しています。本計画では、当社の温室効果ガス排出削減を
製造・事業の効率化やＣＣＳ、森林吸収等によって進めるとともに、社会の温室効果ガス
排出削減に貢献するため、水素・カーボンニュートラル燃料・再生可能エネルギー等によ
る「エネルギートランジション」の推進とリサイクルやシェアリング等による「サーキュ
ラーエコノミー」の推進を掲げ、具体的な目標やロードマップを定めています。

当社グループのカーボンニュートラル基本計画の詳細は、以下のとおりです。

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社（2/2）有価証券報告書（2024年3月期） P25-28,140

【連結財務諸表注記】
13．非金融資産の減損

(2）のれんの減損テスト
当社グループにおける当連結会計年度末時点の重要なのれんは、2017年４月１日付の東燃ゼネラル石

油株式会社との経営統合により生じたのれん（以下、統合のれん）160,155百万円及び2022年１月14日
付のジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社の取得により生じたのれん（以下、ＪＲＥ取得のれ
ん）68,353百万円です。のれんの減損テストは減損の兆候の有無にかかわらず年に１度実施し、減損損
失は資金生成単位グループの回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に認識します。

それぞれののれんの減損テストは当連結会計年度末時点で行っており、詳細は以下のとおりです。

統合のれんの資金生成単位グループは、経営統合のシナジーから便益を得られるＥＮＥＯＳ株式会社
等から新規事業を除いた事業で構成されています。回収可能価額は使用価値に基づいており、使用価値
は、過去の経験及び外部からの情報を反映し、経営者が承認した事業計画（５年）及び継続価値算定の
ため一定の中長期成長率を基礎に想定した事業計画後の期間双方の資金生成単位グループのキャッ
シュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。当該使用価値の計算において、国内外の化学品
を含む石油製品市況、事業計画後の期間の中長期成長率及び割引率といった主要な仮定を用いています。

なお、カーボンプライシング導入によるコスト負担についても検討を行い、正味キャッシュ・フロー
の見積りに重要な影響は与えないと判断しています。

中長期成長率は、第３次中期経営計画に基づき、国内の中長期インフレ率、国内・アジアにおける化
学品を含む石油製品市場の中長期成長率等を総合的に勘案した△1.3％（前連結会計年度は△3.2％）で
超長期の残存需要まで継続すると見込み、割引率は税引前の加重平均資本コストを基礎に4.8％（前連
結会計年度は4.0％）としています。当連結会計年度における国内・アジアにおける化学品を含む石油
製品市場の中長期成長率の前提は、ＩＥＡのＷＥＯ（World Energy Outlook2023）で示すStated 
Policies シナリオ及びAnnounced Pledges シナリオを参考に検討したそれらの中間シナリオや第三者
機関より公表されている見通しを参考にしています。

なお、前連結会計年度は、国内・アジアにおける化学品を含む石油製品市場の中長期成長率の前提は、
ＩＥＡのＷＥＯ（World Energy Outlook2022）で示すStated Policies シナリオ並びにAnnounced 
Pledges シナリオ及びNet Zero Emissions by 2050 シナリオを参考に検討したそれらの中間シナリオ
や第三者機関より公表されている見通しを参考にしており、当社の気候変動対応におけるシナリオとも
整合していましたが、当社グループの方針や各国の政策等を踏まえた外部機関の分析結果も勘案し、よ
り蓋然性の高いシナリオへ見直しています。

前連結会計年度及び当連結会計年度の減損テストにおいて、資金生成単位グループの回収可能価額が
帳簿価額を上回っている金額及び将来キャッシュ・フローの金額（割引前）が変化しないと仮定した場
合に、割引率及び中長期成長率の合理的に考え得る変動により、資金生成単位グループの回収可能価額
がのれんの帳簿価額を下回る割引率及び中長期成長率の変動値（％）は以下のとおりです。

なお、主要な仮定は、国内外の需給バランス、カーボンニュートラルに向けた動きを踏まえ採用され
た気候変動シナリオ及び金融市場の動向等により変動する可能性があり、現時点の想定と乖離する場合
には、回収可能価額がのれんの帳簿価額を下回る可能性があります。

（中略）

好事例として着目したポイント
（１）温室効果ガス排出削減に向けたロードマップを時系列で図示しながら

平易に記載
（２）気候変動シナリオの影響を会計上の見積りに反映している旨を端的に

記載

指標及び目標

（１）

（２）
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（２）自然資本（水リスク、生物多様性等）



日清食品ホールディングス株式会社（1/3）有価証券報告書（2024年3月期） P20-24,26,35
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

(1）ガバナンス
当社グループは環境や社会の課題を解決しながら持続的成長を果たすため、2020年４月、

「サステナビリティ委員会」を設置いたしました。委員長は代表取締役社長・ＣＥＯが務め、
事務局は経営企画部、サステナビリティ推進部、広報部が担い、委員会傘下には、環境、人権、
広報・教育、海外、ＥＳＧ (環境、社会、ガバナンス) 評価向上をテーマにした５つのワーキ
ンググループを設け、各グループに関係部署が参画しております。

委員会は、グループ全体のサステナビリティ・ＥＳＧ課題に関する方針策定や施策を検討し、
その活動内容を、サステナビリティ委員長および取締役会へ定期的に報告しております。

また、2021年４月には取締役会の諮問機関として「サステナビリティ・アドバイザリーボー
ド」を設置し、当社グループに影響を及ぼすＥＳＧ課題について、社内経営層と社外有識者が
協議する機会を年２回設けております。協議した内容はウェブサイトなどで開示し、会社の経
営方針や各種施策に反映しております。

(2）戦略
当社グループは、人類を「食」の楽しみや喜びで満たすことを通じて社会や地球に貢献する

「EARTH FOOD CREATOR」をグループ理念に掲げ、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目
指しております。当社グループが果たすべき責任、取り組むべき社会課題は、食の安全管理体
制の構築や環境負荷の低減、ガバナンスの確立など幅広い領域に及んでおります。その中でも、
当社グループが特に力を入れて取り組むべき重要課題＝マテリアリティを、サステナビリティ
とウェルビーイングの２つの観点から、４つのテーマ（「健康と栄養改善への貢献」「創造人
材の育成と活用」「気候変動の緩和と適応」「持続可能な調達」）で設定しております。なお、
その他の課題に関しては、主要なＥＳＧ評価機関からの評価を各部門のＫＰＩとして戦略を策
定し、施策を実行しております。

② 生物多様性（TNFD（※１））への対応
当社グループが目指す「ネイチャーポジティブ」を実現するためには、生物多様性の保全と

回復が必要だと考えております。そこで、当社グループの事業活動が生物多様性に与える影響
を把握するため、2022年11月にTNFDが発表した「TNFD自然関連リスクと機会管理・情報開示フ
レームワークベータ版v0.3（※２）」を参考に、LEAPアプローチ（※３）を用いた自然関連リ
スク・機会評価をトライアル実施いたしました。

※１ TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures: 自然関連財務情報開示
タスクフォース) は、民間企業や金融機関が自然資本及び生物多様性に関するリスクや
機会を適切に評価、開示するための枠組みを構築する国際的なイニシアティブ。

※２ TNFDが2023年９月に情報開示フレームワークの完全版を提言するにあたり、事前にス
テークホルダーからのフィードバックを取り入れるため発表したフレームワークのプロ
トタイプ。

※３ TNFDが提唱する自然関連のリスクと機会を科学的根拠に基づき体系的に評価するための
プロセス。分析のスコープを選定した上で、自然との接点を発見する「Locate」、自然
への依存と影響を診断する「Evaluate」、自然に関する重要なリスクと機会を評価する
「Assess」、リスクと機会に対応しステークホルダーに報告する準備を行う「Prepare」
の４ステップの順に進めることが特長。

＜アセスメント対象の検討＞
ENCORE（※１）によると、天水、かんがい耕作作物、酪農、天然海水漁業などの生産プロセスを含

む農林水産業は、自然への依存度が最も大きいセクターとされております。特に、食品企業は自然の
資源に依存しているほか、事業活動を通じて生物多様性に大きな影響を与えております。

そこで、当社グループのバリューチェーンのうち、原材料調達における評価から始めることが重要
と判断いたしました。今回のトライアル実施においては、当社グループの主要製品に使用している
様々な原材料のうち、森林リスク商品（※２）に含まれる「パーム油」「木材パルプ」「カカオマ
ス」「大豆」と、海域の原材料の「エビ」「イカ」「すり身魚」の計７品目を対象といたしました 
(図１)。

※１ ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) は、自然資本金融
同盟 (Natural Capital Finance Alliance (NCFA)) や国連環境計画世界自然保全モニタリング
センター (UNEP-WCMC) などが共同開発したツールで、企業活動の自然への影響や依存度の大き
さを把握することができる。

※２ 世界的に取引される商品および原材料のうち、それらの生産過程が森林減少や森林劣化に寄与
すると考えられるもの。具体的には、カカオ、パーム油、大豆、木材、木材パルプ、牛製品、革
製品、天然ゴムなどが含まれる。

（図１）

（中略）

戦略

好事例として着目したポイント
▪ 評価対象とする原材料の特定について端的に記載
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＜４つの分析ステップ＞
Locate
７品目の主要な調達先の「生態系の完全性」「生物多様性の重要性」「水ストレス」につい

て５段階で評価いたしました。さらに、当社グループの調達戦略と整合性を確保するため、各
原材料の「戦略的重要性」「代替可能性」「調達難易度」「価格上昇率」も勘案し、主要な調
達先の中から優先地域を選定いたしました。その結果、対象７品目の主要な調達先 (37の国・
地域) のうち、以下の４品目 (パーム油、エビ、カカオマス、木材チップ) において優先すべ
き調達国・地域を特定いたしました (図２)。

（図２）

Evaluate
Locateで特定した各優先地域での原材料生産プロセスについて、自然への依存・影響関係に

関するENCOREのデータと、原産地の地域性や原材料の特性、業界団体の動きなどに関する文献
調査の結果を掛け合わせ、自然への依存度と影響度を複合的に評価いたしました (表１)。ま
た、影響度を評価する際には、「温室効果ガスの排出」「水使用」などの影響要因について、
事業活動が与える負の影響のみならず、「負の影響の緩和」や「正の影響の創出」に繋がる取
り組みまでを含めております。

（表１）

Assess / Prepare
Evaluateで確認した自然への依存・影響関係に基づき、当社グループの原材料調達における自然関

連リスク・機会を以下の通り特定いたしました。
自然関連リスクに関しては、主に原材料生産者への影響に起因するものを物理リスク、主にステー

クホルダーへの影響に起因するものを移行リスクと捉え、特に重要度の高いものを抽出いたしました 
(表２)。

自然関連機会に関しては、Evaluateで整理した「負の影響の緩和」又は「正の影響の創出」に繋が
る取り組みをもとに、当社グループとして実現可能性のある機会を原材料別に検討いたしました (表
３)。これらに加えて、複数の原材料に共通する機会として、当社グループの強みであるフードテック
を活かした植物性代替食の開発・使用を進めてまいります。また、当社グループの製品は老若男女問
わず幅広い消費者と接点があることを踏まえ、RSPOをはじめとする認証制度のマークを商品パッケー
ジに表示することで、消費者に対して持続可能な調達や認証制度に関する認知の向上を図り、持続可
能な商品の市場形成に貢献してまいります。今後、特定した自然関連リスクと機会に優先順位をつけ、
取り組みの進捗を管理する指標を設定していく予定であります。

  （表２）
  自然関連リスク

（１）

原材料 依存 影響

パーム油
(インドネシア、
マレーシア/全
土)

・肥沃な土壌の持続的な使用
・花粉媒介昆虫の存在
・農園や搾油工場での洪水被害最
小化

・農地開発や焼畑農法による森林破壊
・生物多様性の喪失と土壌の劣化
・化学肥料等による土壌汚染
・土地改変によるＣＯ２排出

木材チップ
(日本/北海道)

・樹木の成長に必要な水資源
・樹木の成長に必要な土壌の養分
・花粉媒介昆虫の存在

・天然林の伐採による生態系の改変
・再造林放棄による生態系の劣化
・地がきによる地表植生、表土の除去

エビ
(インド/ケラ
ラ州)

・エビの生息に必要な水質の維持
・エビの稚魚を育む生息地の提供

・トロール漁による海洋生態系の破壊
・混獲・乱獲による水産資源の減少

カカオマス
(エクアドル/
全土)

・作物の成長や農園の運営に必要
な水資源
・作物の成長や品質を支える土壌
の養分
・花粉媒介昆虫の存在

・農地拡大による熱帯雨林の改変、破
壊
・不適切な農薬使用による汚染

原材料

物理リスク 移行リスク

慢性リスク 急性リスク
政策・法規制

リスク
評判リスク 市場リスク

パーム油
(インドネシア、
マレーシア
/全土)

花粉媒介昆虫
や、害虫の捕
食動物の生息
数減少、化学
肥料使用によ
る土壌汚染、
POME流出によ
る水質汚染な
どの生態系
サービスの劣
化に生産者が
適応できず、
パーム油の供
給量が減少し
た場合、価格
が上昇する。

農地開発に伴
う水害激甚化、
不適切な焼畑
による農園の
消失や生態系
の劣化により
パーム農園に
おける生産活
動が中断され
た場合、価格
上昇や調達先
を変更する必
要が生じる。

農地開発や化
学肥料使用へ
の規制強化、
認証取得の義
務化、炭素税
の導入などが
進んだ場合、
対策コストが
発生し、パー
ム油の供給量
が制限される
ことで、価格
が上昇する。

－

化石燃料代替
品としての
パーム油の需
要増加により
供給がひっ迫
し、価格が高
騰する。

（中略）

戦略

好事例として着目したポイント
（１）評価対象とした原材料のうち、優先すべき調達国・地域を特定すると

ともに、原材料ごとに依存と影響の観点での評価結果を一覧で端的に
記載

（２）評価対象とした原材料の調達から生じる可能性のあるリスクを、物理
リスクと移行リスクに分け、それぞれの項目ごとに端的に記載

（２）
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（表３）
自然関連機会

＜今後に向けた課題・アクション＞
本トライアルで特定した自然関連リスク・機会への対応策は、環境戦略「EARTH FOOD

CHALLENGE 2030」や「カーボンニュートラル」「ネイチャーポジティブ」の実現に向けたさま
ざまな戦略と整合性を取りながら、当社のサステナビリティ委員会が主管となって今後も検討
してまいります。

2024年度は自然関連リスク・機会をさらに定量的に評価すると共に、特にリスクの高い原材
料に対してシナリオ分析を実施していく予定であります。また、「TNFD自然関連リスクと機会
管理・情報開示フレームワーク最終版」の内容に基づき、開示情報を順次拡充してまいります。

(3）リスク管理
当社グループでは、取締役会の管理下に「総合リスク対策委員会」を設置し、リスクの管理

状況を把握し、企業価値の毀損を回避するよう努めております。各年度に１度、事業会社社長
および各チーフオフィサーによるリスク評価報告を基に、発生可能性と影響度の２軸で構成さ
れるリスクマップにて各リスクを４段階のステージに分けて評価し、管理方針を定めて管理状
況を取締役会に報告しております。また環境・安全リスクに対応する組織をサステナビリティ
委員会のもとに設置しており、環境面等における重大事故が発生した際は、マニュアルに従っ
て直ちに対応し、事態の収拾と解決にあたります。

リスクの抽出・評価アプローチおよび特定したリスクの管理方法について、「第２ 事業の
状況 ３ 事業等のリスク」に記載しております。

(4）指標及び目標
① EARTH FOOD CHALLENGE 2030

当社グループは2020年４月に策定した環境戦略「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」の中で、気候変動問
題に対する取り組みや資源の有効活用に関する目標を定めております。

環境戦略「EARTH FOOD CHALLENGE 2030」実績

※１ 外部認証の活用及び独自アセスメントによる
※２ 2023年５月にCO2排出削減率の目標値を上方修正

Scope 1+2: △30%（2018年対比）→△42%（2020年対比）
Scope 3: △15%（2018年対比）→△25%（2020年対比)

なお、販売・流通領域における廃棄物削減の一つとして、フードロス対策を実施しております。支
援団体への寄贈実績は以下となっております。

（１）

原材料 機会

パーム油(イン
ドネシア、マ
レーシア/全土)

天然資源の持続可能な利用

・RSPO等の認証品の調達量拡大
・森林モニタリングによる高リス
クサプライヤーの把握・
モニタリング

・高リスクのサプライヤーに対す
る自発的なエンゲージメント・是
正措置の依頼

生態系の保護、回復、再生

・小規模農家に対する認証取得支
援
・農園周辺地域の景観維持活動の
実施

木材チップ(日
本/北海道)

天然資源の持続可能な利用 ・FSC等の認証品の調達量拡大

資源効率
・木材の使用量を削減した容器の
開発

（中略）

2030年に向けた環境目標 目標値 2023年実績

有効資源活用へのチャレンジ

持続可能なパーム油の調達比
率（※１）

100% 43.4%

水使用量…IFRS売上収益100万
円あたり

12.3㎥/百万円 9.7㎥/百万

廃棄物削減率
…2015年度対比/日本国内

△50% △51.1%

気候変動問題へのチャレンジ

CO2排出削減：Scope 1+2
…2020年対比/国内外（※２） △42% △16.1%

CO2排出削減：Scope 3
…2020年対比/国内外（※２） △25% △2.3%

フードバンク寄贈実績

寄贈食数
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

70,276 344,698 683,674 631,594

指標及び目標戦略

好事例として着目したポイント
（１）評価対象とした原材料の調達から生じる可能性のある機会について端

的に記載
（２）環境に関する指標と目標、実績に加え、関連する施策の実績（フード

バンク寄贈実績）について定量的に記載

（２）
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≪自然資本の持続可能性向上に向けた対応≫
 当社グループのビジネスは自然資本に依存しており、様々な生態系サービスの恵みを受けて
事業を行っていることから、自然資本の持続可能性が損なわれることは、大きなリスクである
と認識しています。特に気候変動は当社グループをとりまく様々なリスクと関連しており、ま
た、生物多様性も気候変動と相互に影響しあって、原材料調達などのリスクに大きく影響しま
す。そのためこれらの環境課題に対して、統合的なアプローチと対応が重要であり、 リスク
に対応することでレジリエンスを高め、成長機会につなげていくことが重要と考えています。

②生物多様性への対応（TNFD提言への取組）
当社グループは生物多様性を守ることの重要性を考え、2014年に環境憲章を改訂し、行動方

針に「生物多様性の保全」の推進をうたっています。当社グループの強みは、世界各地から水
産物をはじめとした素材を調達できる資源アクセスであり、価値創造の源泉となっている一方
で、事業活動を通じて自然資本に大きく依存し、また、影響を与えています。地球や海の恵み
を受けて事業を営んでいることを常に心にとめ、バリューチェーンにおける生物多様性への依
存と影響を把握し、その上で事業活動による負の影響の回避・低減に努めるとともに、復元・
再生に取り組みます。

また、当社グループは、2023年９月にTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）フォー
ラムに加盟し、2023年12月にTNFD Adopterに登録しました。TNFD最終提言v1.0で推奨される開
示推奨項目を、「ガバナンス」、「戦略」、「リスクと影響の管理」、「指標と目標」の４つ
の柱に沿って開示しています。
（注）：TNFD提言への取り組みの詳細は、TNFDレポートをご参照ください。

https://nissui.disclosure.site/assets/pdf/89/2023_tnfd_ja.pdf

<ガバナンス>
 自然資本・生物多様性に関連する取り組みは、「水産資源持続部会」、「サステナブル調達
部会」、「海洋環境部会」、「プラスチック部会」、「環境部会」、「人権部会」の６部会を
中心に対応しており、各部会では方針や戦略の立案・実行を行い、サステナビリティ委員会に
報告しています。年６回開催されるサステナビリティ委員会では、各部会からの報告や提案を
受けてサステナビリティを巡る課題に係る具体的な目標や方針、施策を検討しています。また、
取締役会への定期的な報告を通じて、取締役会からの意見や助言をその取り組みに反映してい
ます。

<戦略>
 漁業と養殖における自然への依存と影響の関係を整理するため、LEAPアプローチ（注１）に沿って
「依存と影響」の診断と「リスクと機会」の評価を行い、以下のように整理しました。なお、今回の
評価では、バリューチェーン最上流における自然との接点である「漁業」および「養殖」を対象とし、
外部ツール「ENCORE（注２）」を使用した一次評価を行った上で、当社グループの操業実態に合わせ
た二次評価（定性評価）を行いました。その結果、漁業では海域や水産資源などの海洋生態系サービ
スに大きく依存し、漁獲によって水産資源量や生物種に影響を与えていることが分かりました。養殖
では、陸域・水域・海域の利用に加え、水温や水質などの生態系調整サービスに大きく依存している
一方で、給餌による水質悪化など、養殖場水域の汚染により自然へ影響を与えていることが分かって
います。
（注１）LEAPアプローチ：TNFDが開発した、自然関連のリスクと機会を評価するためのガイダンス。
分析プロセスであるLocate、Evaluate、Assess、Prepareの頭文字をとったもの。
（注２）ENCORE：ビジネスセクターと生産プロセスごとの自然資本への依存と影響を評価するツール。

（１）

（中略）

ガバナンス 戦略

好事例として着目したポイント
（１）自然資本・生物多様性に関するガバナンス体制を端的に記載
（２）評価対象とした事業を対象に、LEAPアプローチに沿って診断した

「依存と影響」の診断結果について端的に記載

（２）
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【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

■リスクと機会の評価
＜漁業＞
自社にとってのリスクと機会

＜養殖＞
自社にとってのリスクと機会

戦略

リスク
/機会

分類
想定される主なリスク

と機会
事業インパクト 主な対応策

漁
業

物理リ
スク

慢性 水産資源の枯渇化 ・ 調 達 量 の 減 少
（サプライチェー
ンの不安定化）

・調達コストの上
昇

・資源アクセスのさ
らなる強化
・調達ネットワーク
の構築
・養殖事業の強化
・水産物代替原料の
開発

急 性 ・ 慢
性

海水温の変化に伴う資
源状態・漁場・種の変
化

移 行
リスク

規制

漁業規制の強化
・ 調 達 量 の 減 少
（サプライチェー
ンの不安定化）

温室効果ガス排出規制
の強化

・対応コストの発
生

・漁場探索の効率化
（ドローン活用等）

（中略）

機会

製 品 ・
サービス/
天 然 資 源
の 持 続 可
能な利用

水産物の持続的調達に
よるサプライチェーン
安定化

・収益の安定化、
販路の拡大

・調達における資源
状態の確認
・漁業認証取得や認
証品の取り扱い増

評判/生態
系の保全

海鳥や哺乳類の偶発的
捕獲防止による悪評の
防止、生態系の保全

・レピュテーショ
ン リ ス ク の 回 避
・漁場の生態系保
全→漁業継続性の
確保

・各漁業会社におけ
る偶発的捕獲防止策
の継続

資 本 の 流
れ お よ び
資金

投資家・金融機関から
の評判向上、資金調達
の多様化

・資本コストの低
減

・持続可能な水産資
源の調達と情報発信

評判資本

消費者の購買行動の変
化（持続可能性に配慮
した製品に対する需要
の増加）

・売上の拡大

リスク

/機会
分類

想定される主なリ

スクと機会
事業インパクト 主な対応策

養殖

物理

リスク

急性

風水害の激甚化に

よる事業停止・管
理コスト増加

・養殖施設の損壊に

よる被害

・浮沈式生け簀の導入、施設の補

強
・赤潮発生を予測し、被害を最小
化

・陸上養殖への対応強化

魚病の蔓延
・魚の斃死による資

産の喪失

・独自の養殖魚健康管理システム

（N-AHMS）による予防管理

（中略）

移行

リスク

規制

養殖における環境

規制の強化

・事業規模縮小や養

殖場の閉鎖
・罰金や課税による
財務影響

・養殖漁場の環境モニタリング

・飼料・給餌における海洋環境へ
の負荷低減（EP飼料、自動給餌シ
ステム）

・沖合養殖への移行

温室効果ガス排出

規制の強化
・対応コストの発生

・船による給餌から遠隔給餌シス

テムへの転換
・水素燃料電池給餌船の開発・実
証事業への参画

（中略）

機会

製

品 ・
サ ー
ビス /

生 態
系 の
保全

完全養殖技術の確

立による天然資源
への依存低減

・ビジネスのレジリ

エンス強化、競争優
位性の確立

・ブリ以外の魚種への展開（100%

人口種苗化）

健康管理による養

殖魚の健康増進、
周辺海域への魚病
拡大防止

・養殖成績の向上、

収益の安定化
・競争優位性の確立

・独自の養殖魚健康管理システム

（N-AHMS）による予防管理

抗菌剤に頼らない

養殖方法の研究開
発による海洋環境
負荷の低減

・輸出機会の拡大

・競争優位性の確立

・SeaBOSを通じたステークホル

ダーとの協働

陸上養殖技術の開

発による海洋環境
への負荷の低減

・競争優位性の確立、

販路の拡大
・レピュテーション
リスクの回避

・現状の取り組みの深化（エビ、

サーモン、マサバ）製

品 ・
サ ー
ビス

陸上養殖技術開発

による気候変動耐
性の確保

・物理リスク（風水

害、海水温上昇等）
回避によるビジネス
のレジリエンスの強

化

（中略）

株式会社ニッスイ（2/3）有価証券報告書（2024年3月期） P31,36-42

好事例として着目したポイント
▪ 評価対象とした「漁業」と「養殖」のそれぞれについて、リスク・機会
の項目ごとに、想定される主なリスクと機会、事業インパクト、主な対
応策を一覧で端的に記載
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株式会社ニッスイ（3/3）有価証券報告書（2024年3月期） P31,36-42
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

<リスクと影響の管理>
当社グループでは、中長期的な経営戦略を見据えた重要リスクを特定するため、マテリアリ

ティをリスクマネジメントの起点としています。2023年度に実施したマテリアリティの見直し
に伴い、重要リスクについても見直しを行いました。特定した自然資本・生物多様性に関わる
重要リスクは以下の通りです。なお、マテリアリティの見直しに際しては、TCFDやTNFDの取り
組みにおける「気候関連・自然関連のリスクと機会」の検討結果を反映させています。リスク
の詳細は「第２  事業の状況  ３  事業等のリスク」をご覧ください。

気候変動に関連するリスク・機会の分析と対応策については、常務執行役員（CFO）がオー
ナーを務める部門横断型の「TCFD対応プロジェクト」が環境部会と連動して検討しています。
また、バリューチェーン上の自然資本関連のリスク・機会の分析と対応策については、水産資
源持続部会、海洋環境部会、サステナブル調達部会、人権部会、において検討し、サステナビ
リティ委員会での議論の後に取締役会に報告され、取締役会から受けた意見や助言を施策に反
映しています。

<指標と目標>
 当社グループは、水産資源の持続性確保や海洋環境の保全を経営課題と位置付けて取り組んでおり、
以下の指標と目標を用いて自然関連の依存・影響、リスク・機会を管理しています。

（注１）ODP：Ocean Disclosure Project。SFP（Sustainable Fisheries Partnership）が2015 年に
設立した、シーフードの調達を自主的に開示するためのオンライン報告プラットフォーム。
（注２）GSSI：Global Sustainable Seafood Initiative。持続可能な水産物認証プログラムを検証
する国際パートナーシップ。
（注３）RFMO：Regional fisheries management organizations。水産資源の保存及び持続可能な利
用の実現を目指し、個別の条約に基づいて設置される国際機関。

（１）

重要リスク 重要リスク管理組織

気候変動への対応に関す

るリスク
環境部会

→ サステナビリティ委員会
生物多様性への対応に関

するリスク

水産資源持続部会

海洋環境部会

サプライチェーンの環

境・人権に関するリスク

サステナブル調達部会

人権部会

対象 指標 目標 測定・判定方法

漁 業 ・

養殖

持続可能な調達

比率

2030年度：水産物の持

続可能な調達比率100%

ODP（注１）による評価手法（FishSourceス

コア１~５による判定）で、「Well Managed
（優れた管理）すべてのスコアが８以上」、
「Managed（管理）同６以上」を持続可能と

位置づけ

漁 業 ・

養殖

絶滅危惧種（水

産物）の調達

特に絶滅の危険度の高

い水産物に関しては、
2030年までに資源回復
への科学的かつ具体的

な対策（右記）が取ら
れない場合には、調達
を停止

資源回復への科学的かつ具体的な対策

１. MSC等の認証漁業品（GSSI（注２）認証
相当）または、FIP漁業品
２. RFMO（注３）等の国際的な資源管理団体

による科学的な漁業管理
３.ODP（注１）が定める基準で「Managed」
以上の評価

４. その他、上記１-３の実現に向けて、具
体的な施策を実施している場合

漁 業 ・

養殖
CO2排出量

2030年度： CO2排出量

30%削減

CO2排出実績（対象：Scope１,２基準年度：

2018年度）

養殖

ナイロンカバー

発泡スチロール
製養殖フロート
の切り替え実績

2024年度： 100%切り替

え完了

海洋へのプラスチック流出リスクの低い養殖

用フロートへの切り替え実績

養殖 養殖魚の逃亡 逃亡魚の発生ゼロ
逃亡実績（逃亡魚が発生した際は、発生規模

を問わず、全て把握、記帳、集計）

指標及び目標リスク管理

好事例として着目したポイント
（１）自然資本・生物多様性に関わる重要リスクの管理組織や、リスクの管

理体制を端的に記載
（２）「漁業」と「養殖」を対象とした指標と定量的な目標に加え、測定・

判定方法を具体的に記載

（２）
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ヤマハ株式会社（1/5）有価証券報告書（2024年3月期） P27-29,31-35,37-41
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋（１）

(2)気候変動・生物多様性への対応とTCFD・TNFD（気候関連財務情報開示タスクフォース・自然
関連財務情報開示タスクフォース）に基づく情報開示

① ガバナンス
気候変動対応や自然関連の依存、影響、リスク、機会及び関連する課題（先住民族や地域コ

ミュニティ、影響を受けるステークホルダーに関する人権方針やエンゲージメント活動を含む）
の評価と管理は代表執行役社長の諮問機関であるサステナビリティ委員会（2024年３月期は７回
開催）で評価、管理され、取締役会にて監督されております。これらへの対応は同委員会の下部
組織である気候変動部会、資源循環部会、調達部会で審議され、進捗は逐次サステナビリティ委
員会に報告されます。また、持続的かつ社会的な価値向上への取り組みをより強く動機付ける趣
旨から、2022年４月の中期経営計画「Make Waves 2.0」より、役員報酬の一部である譲渡制限付
株式報酬の評価指標に気候変動を含むサステナビリティを中心とした非財務目標の区分を加えて
おります。

先住民族、地域社会とのエンゲージメントにかかる当社グループの取り組み状況

② 戦略
当社はグループ全体に及ぶ気候変動と生物多様性についての影響を確認するため、全事業を対

象にシナリオ分析を行い、短期・中期・長期（注１）のリスクと機会を抽出しました。（表１）
また、特に影響が大きいと予想される木材は、気候変動による影響の有無および大小を把握す

るために、将来の生育適域の変化を文献にて調査し、推計しました。（表２）
気候変動に関しては国際エネルギー機関（IEA）による移行面で影響が顕在化する「1.5～２℃

シナリオ（注２）」と、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による物理面で影響が顕在化す
る「４℃シナリオ（注３）」をメインに、その他複数のシナリオ（注４）を使用し分析しました。
生物多様性に関してはリスク分析ツール「ENCORE」（注５）にて事業プロセスに関連する自然

への依存と影響の項目を抽出し、リスク・機会が大きいものに関しては、TNFDが推奨しているシ
ナリオを参考に「生態系の劣化」と「規制・思想」を２軸に４つのシナリオを定義し、分析しま
した。

当社は、気候関連課題・自然関連課題が、事業、戦略、財務計画に大きな影響を与える可能性
があるという認識のもと、リスクや機会を整理し、戦略の見直しを随時実施しております。（表
３）

（注１）短期：現在－数年後／中期：2030年／長期：2050年に影響が強く表れる
（注２）1.5℃シナリオ：NZE(IEA World Energy Outlook 2022)、2℃未満シナリオ： RCP2.6 他
（注３）4℃シナリオ：RCP8.5 他
（注４）APS(Announced Pledges Scenario)、STEPS(Stated Policies Scenario)他
（注５）ENCORE(Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)：事業プロ

セスに関連する自然関連の依存と影響、その大きさの評価ツール。TNFDフレームワー
クにて使用を推奨されている

TNFD 提言では、地域社会や先住民族の権利への配慮の重要性が取り上げられており、経営陣
を含めた組織全体のガバナンスのなかでの取り組みが求められております。 当社グループは、
ステークホルダーとの約束において、地域・社会に対して良き企業市民として社会・文化の発
展に貢献することを掲げております。その基盤となる公正・公平な社会を実現するため、人権
に関する国際的な規範（国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規約（社会権規約、自由権規
約））、国際労働機関（ILO）「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、国連グ
ローバル・コンパクトおよびビジネスと人権に関する指導原則など）を尊重しております。サ
プライチェーンにおける人権課題についても、英国および豪州で制定された現代奴隷法で求め
られる要件に基づくステートメントを開示しております。このような意識のもと、当社グルー
プは、事業活動のあらゆる側面において人権を尊重する責任を果たす努力を続けていくため、
「ヤマハグループ人権方針」を策定しております。同方針は専門家からの助言や、全グループ
企業からの意見聴取、ヤマハ株式会社の経営会議での審議を経て、代表執行役社長が承認し、
ヤマハグループの人権尊重の考え方および責任について示し、かつ、「コンプライアンス行動
規準」など人権尊重への取り組みを含む文書の上位に位置づけられます。本方針はヤマハ株式
会社およびその連結子会社の全ての役員と従業員に適用され、ヤマハグループの事業活動に反
映されます。同方針に、自らの事業活動について人権デューディリジェンスを実施することで
人権への負の影響を特定、回避、緩和するよう努めることを明記し、バリューチェーンを対象
範囲として、外部専門家との連携や自社グループおよびサプライヤー等に対するモニタリング
を通じて人権課題の特定と影響評価を実施しております。加えて、ヤマハグループ木材調達方
針のもと、調達する木材が、伐採や取引の過程において、先住民の人権を侵害するなど地域社
会に悪影響を及ぼしていないことを確認することとしております。具体的には、使用木材の合
法性確認やリスク評価、環境・社会に配慮された認証木材の積極的な導入を進めております。
2023年には地域社会への影響も含めた木材リスク確認の実効性向上をはかるため、国際的な環
境団体Preferred by Nature（PbN）監修のもと、木材の持続可能性を評価する自社基準を制定
しました。

TNFDによるステークホルダーとのエンゲージメント追加ガイダンスを踏まえ、今後、事業活
動における自然関連の依存とインパクトやリスクと機会の特定に基づく、ステークホルダーエ
ンゲージメントを強化していく必要性を認識しております。

好事例として着目したポイント
▪ ガバナンス体制について端的に記載するとともに、人権方針や活動に関
しても端的に記載

ガバナンス
3-36
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ヤマハ株式会社（2/5）有価証券報告書（2024年3月期） P27-29,31-35,37-41
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

分類 項目

気候変動 自然資本

依存影

響

R

リ
ス
ク

O
機
会

リスク・

機会のタ
イプ

1.5℃

～
2.0℃
シナ

リオ

4.0℃

シナ
リオ

規制

↑生
態系
↓

急

規制

→生
態系
↓

急

規制

↑生
態系
↓

緩

規制

→生
態系
↓

緩

（中略）

持

続
可
能

な
木
材

の
利
用

木 材 の

代 替 、
有 効 活
用

影響 O

効率・リ

ソース
製 品 ・
サービス

評判

林 産 地

劣化

依存

影響
R

物理

(慢性)

林 産 業

の撤退
依存 R

移行（政

策 ・ 法
的）
移行（市

場）

木 材 の

輸 入 規
制

― ― 依存 R
移行（政

策 ・ 法
的）

認 証 材

の 安 定
調達

― ― 影響 O

生態系保

全
持続可能
な利用

（中略）

戦略

（表１）特に重要度の高いリスク・機会一覧と対応戦略
分類説明

R…リスク（Risk） O…機会（Opportunity)
短…発現期間 短期 中…発現期間 中期 長…発現期間 長期

気候変動関連 生物多様性関連 気候変動・生物多様性双方関連

分類 項目
事業、戦略、財務計画への潜在的な影響

自然資本への影響
ヤマハの対応策

（中略）

持
続
可
能
な
木
材
の
利
用

木材の代替、
有効活用

・森林の持続可能性に配慮した製品が、
顧客や投資家からの評価を高め、市場で
の競争力を向上させる
・代替材料の確保による希少樹種の保護

・持続可能性に配慮した木
材使用率増加
・既存の希少資源を代替す
る新素材や木材加工技術開
発（木材技術、木材調達ス
キルの社内保持・強化）
・適正な品質基準の設定、
端材の有効利用等による歩
留まり向上
・楽器適材の調達を持続可
能にする「おとの森」活動

O

長

林産地劣化

・木材の過剰伐採や林産地の水不足、水
質汚染、土壌劣化により良質な楽器適材
が入手困難となる
・木材の価格上昇、品質低下
・生態系の劣化を招いたと見做され、評
判が低下する

R

中

林産業の撤
退

・木材の入手が困難になり、木材代替に
要する技術的、仕様変更コストが発生
・環境に配慮した企業の増加により森林
クレジット市場が拡大し、木材の安定調
達に影響

・持続可能性に配慮した木
材使用率増加
・楽器適材の調達を持続可
能にする「おとの森」活動

R

短

木材の輸入
規制

・規制対象木材を使用する製品の生産停
止による損失
・規制対象木材代替に要する技術的、仕
様変更コストが発生

・持続可能性の低い木材使
用の削減、代替R

中

認証材の安
定調達

・環境意識の高い顧客、サプライチェー
ンからの支持
・持続可能性の小さい木材を使用し続け
ることに対する評判リスクの回避
・持続可能な木材調達による森林保護

・持続可能な森林から産出
される認証材の利用拡大O

長

（中略）

（１）

好事例として着目したポイント
（１）気候変動と生物多様性に関するリスクと機会の項目ごとに、事業、戦

略、財務計画への潜在的な影響や自然資本への影響に加え、対応策を
端的に記載

（２）気候変動と生物多様性に関するリスクと機会の項目ごとに、各シナリ
オでの影響度を端的に記載

（２）
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自然資本に対する分析

◆LEAPアプローチ
TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）は、さまざまな業種の企業が自然関連課題

の評価・管理・情報開示ができるようフレームワークを作成しており、その中で、LEAPアプ
ローチ（注１）を推奨しています。ヤマハではこのLEAPアプローチに則り、当社の自然関連
課題を評価・分析しました。

Locate
ヤマハは楽器・音響機器・その他（部品・装置等）の３つの領域でグローバルに事業を展

開しております。その中でも、楽器事業はヤマハの売上の６割以上を占める主要事業の一つ
であり、その原材料は自然資本に依存し、自然との接点が大きい事業です。中でも木材はあ
らゆる楽器に使用されており、当社の事業と密接に関連しております。一般的に木材はプラ
スチック等と比べるとエコで持続的な材料であると考えられていますが、楽器用材の中には
木材の持つ特性や風合いにより用途を限定的にしている代替困難なものもあり、その持続性
が問われております。

また、SBTN（The Science Based Targets Network）の公開している評価ツールの一つであ
るHigh Impact Commodity List（注２）では、木材は“High Impact Commodity”に該当して
おり、科学的な面で見ても自然への影響が大きい原材料といえます。そのため今回の評価で
は、自然への依存度・影響度が高いと考えられる木材について検討を行うこととしました。

「木材調達」優先地域の特定
ヤマハが調達する代替困難な木材の原産エリアを世界地図にプロットし、その中でも特に

重要な樹種の原産地を優先地域として特定しました。（図１）

（図１）

Evaluate Assess
Locateで特定した優先地域の依存と影響関係の評価については、TNFDが推奨する自然関連リスク

分析ツール「ENCORE」（注３）にて事業プロセスに関連する自然への依存・影響を抽出（図２およ
び図３）した結果、林産物の調達セクターは多くの生態系サービスに依存関係を持ち、GHG排出量・
陸生生態系利用・水質汚濁の面で自然に影響を与える事が分かりました。更に事業を通じた自社の
知見も加え、依存度と影響度の大きさを分析し、特に重要な項目のリスクと機会についてダブルマ
テリアリティ（注４）を採用して一覧化（表４）しました。

（１）

好事例として着目したポイント
（１）検討対象とする自然資本の特定過程を端的に記載するとともに、検討

対象とした「木材調達」についての優先地域を世界地図を使いて図示
（２）依存と影響のそれぞれの観点で特に重要な項目について、依存度、リ

スクと機会、活動内容を端的に記載

戦略

（２）

（表４）

依存

分類・項目 依存度 リスク 機会 ヤマハの活動

供給

サービ
ス

自然

資源
高

木材の枯渇・規

制の強化により
調達コストが増
加、または調達

不能となる恐れ

森林資源保全の推進

→安定した使用量の確保
→資源使用量に対する資源
成長量の維持・促進

新技術の開発(代替材・技
術開発)
→過剰伐採の抑制

→環境に配慮した製品によ
る評価向上

おとの森活動による持続

的育成
希少木材の効率的利活用
・木材加工、再生技術の

開発→適切な利用
・希少木材を代替する新
素材→新しい価値

水 （中略）

影響

分類・項目 影響度 リスク 機会 ヤマハの活動

生態系

利用

陸域 高

圧縮、露出、機械的損傷に

よった土壌劣化・浸食増加
による土壌の性質悪化と植
生変化→木質原材料産地の

劣化により種の個体数が減
少→地滑り・森林火災のリ
スク増加→人口増加、農畜

産用地への森林の転換によ
る資源減少

森林被覆面積

の維持・回復
原産地森林の
植生の維持・

回復
コミュニティ
における土地

利用の改善

おとの森活動による森林

回復に向けた取り組み
・林内植栽による森林の
更新サイクルの促進

・農業用地への現地有用
種の植栽
・コミュニティでの森林

管理技術の導入、支援

淡水 ― ― ― ―

海洋 ― ― ― ―

（中略）

（中略）
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④ 指標及び目標
当社ではサプライチェーンを含めたグループ全体のCO2削減を横断的に管理するため、温室

効果ガスの総排出量（スコープ１、スコープ２、スコープ３）をGHG（温室効果ガス）プロト
コルのスタンダードに基づき算出し、指標としております。また、これらについて第三者検証
を実施しております。

また、TNFDが開示を求めるコアグローバル指標と当社の開示状況については以下の表のとお
りです。

〇依存と影響に関する指標

〇リスクと機会に関する指標

上記のうち、現時点で分析が完了していないものについては「未対応」としておりますが、今
後分析に取り組み、可能な項目から随時公開してまいります。

これらを踏まえ、重要な気候変動及び自然関連の依存、インパクト、リスク、機会を評価し管
理するための指標とターゲットを以下のとおり設定しております。

2031年３月期までに2018年３月期比でスコープ１＋２を55％削減（SBTイニシアティブ1.5℃水
準）、スコープ３を30％削減する中期目標を策定し、スコープ１＋２については2051年３月期ま
でにカーボンニュートラルを達成するという長期目標を設定しております。また、バリュー
チェーン全体での温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し、2023年６月にSBTのNetZero策定をコ
ミットしました。（図１.「低炭素社会への移行計画」参照）目標を達成するための短期目標と
して、2025年３月期までに省エネによるCO2排出量削減 (CO2排出量／生産高）を掲げております。

指標及び目標

No. 分類 指標 開示内容 開示規模
当社グループの
現時点での開
示・対応

- 気候変動 GHG排出量

GHG排出量
(スコープ１,２)

国内主要拠点及び海
外生産拠点

ESGデータにて
開示

GHG排出量
(スコープ３)

ヤ マ ハ の サ プ ラ イ
チェーン

ESGデータにて
開示

C1.0

土地・淡
水・海水
の利用変
化

管理してい
る土地の総
フットプリ
ント

所有している土地面
積

国内外主要拠点一部
有価証券報告書
にて開示

C1.1

土 地 ・ 淡
水・海洋利
用の変化の
範囲

新たに活動を開始・
廃止した拠点面積

国内主要拠点及び海
外生産拠点

対象無しのため
開示無し

植林活動による植栽
面積

おとの森活動による
アフリカン・ブラッ
クウッドの当年度ま
での合計植林面積

おとの森活動
ページにて開示

（中略）

分類 指標 当社グループの開示状況

リスク

自然関連の移行リスクに対して脆弱であると評価される資

産、負債、収益および費用（合計および割合）
未対応

自然関連の物理的リスクに対して脆弱であると評価される

資産、負債、収益および費用（合計および割合）

自然関連の悪影響による重大な罰金や訴訟の説明と金額 2024年３月期は該当なし

機会

自然関連の機会獲得に向けた設備投資、資金調達、または

投資の金額
未対応

自然に明らかなプラスの影響をもたらす製品やサービスか

らの収益の増加とその割合（影響の説明付き）

分類 指標 ターゲット（目標/基準年/目標年）

気候変動への

対応

スコープ１＋２ GHG排出量（第三者検

証）

▲55％/2018年３月期/2031年３月期

＊NetZeroコミットメント

スコープ３ GHG排出量（第三者検証）
▲30％/2018年３月期/2031年３月期

＊NetZeroコミットメント

省エネによるCO2排出量削減

（CO2排出量／生産高）
▲5％/2018年３月期/2031年３月期

持続可能な木

材の利用

持続可能性に配慮した木材使用率 75％/2025年３月期

楽器材料となる希少樹種 ３樹種の育

成・保全

育成・保全対象を３樹種に拡大/2025年３

月期

有害物質削減
新規小型製品 梱包材プラスチック使用 使用廃止/2025年３月期

有害性廃棄物排出量 目標策定予定

水の保全 取水量（第三者検証） ▲15％/2018年３月期/2031年３月期

（１） （２）

好事例として着目したポイント
（１）・TNFDが開示を求めるグローバル中核開示指標の開示の状況として、

指標と開示内容、開示規模、開示の対応状況を一覧で端的に記載
・リスクと機会に関する指標と開示の状況を端的に記載

（２）マテリアリティ項目ごとに指標を端的に記載するとともに、ターゲッ
ト（目標/基準年/目標年）を定量的に記載
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木材を持続可能な形で利用し続けるには、森林保全や木材資源量への配慮と、サプライチェー
ンが経済的にも持続可能であるよう、雇用創出やインフラ整備といったコミュニティの発展に資
することが必要です。ヤマハグループでは、木材デューディリジェンスの仕組みを構築し、購入
する木材の原産地や伐採の合法性、資源の持続可能性に関する書類調査を実施し、その結果、リ
スクが高いと判断された木材については、現地訪問を含む追加調査および木材調達部門やサステ
ナビリティ部門で構成する審査会での審議を通じて、より厳格な合法性などの確認を行っており
ます。2024年３月期は木材デューディリジェンスに用いるリスク評価の基準を刷新しました。そ
の中の、持続可能性の確認まで含めた「持続可能性に配慮した木材」の基準については、2023年
５月に国際的な環境団体Preferred by Nature監修のもと新たに制定しております。これまでは
第三者によって持続可能と判定された認証木材の使用率を拡大することで持続可能な木材利用に
取り組んできましたが、樹種によっては認証木材の流通量が少なく、認証木材以外の持続可能性
を評価できないことが課題でした。本基準では、非認証木材に対し、デューディリジェンスを通
じて持続可能性を客観的に判断するための評価項目・判断基準を定めております。2022年４月に
発表した中期経営計画では、2025年３月期までに持続可能性に配慮した木材使用率を75%にする
目標を掲げております。今後も評価スキルの向上や調査のための十分なリソース確保を通じて
デューディリジェンスの精度向上を図りながら、サプライヤーと連携し、持続可能性に配慮した
木材の利用拡大を進めていきます。（図２.「ネイチャーポジティブへの移行計画」参照）

指標及び目標に関する最新データはESGデータ＜環境＞を参照ください。
https://www.yamaha.com/ja/sustainability/related-information/esg-
data/pdf/environment.pdf

（図２）ネイチャーポジティブへの移行計画

 

（中略）

指標及び目標

好事例として着目したポイント
▪ ネイチャーポジティブへの移行計画を図表も用いながら端的に記載
▪ 指標及び目標に関する最新データの参照先として、ESGデータへのリン
クを記載

参考
当社おける気候変動への対応とTCFD及びTNFDに基づく情報開示の詳細につきましては、下記

URLをご参照ください。
https://www.yamaha.com/ja/sustainability/environment/

木材資源への取り組みの詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.yamaha.com/ja/sustainability/environment/biodiversity/
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(3)生物多様性
当社は、事業活動全体における生態系への影響を把握し、お客さまや行政、ＮＧＯなどス

テークホルダーの皆さまと連携しながら、その影響の低減と保全活動を積極的に推進します。
また、イオン ふるさとの森づくりに加えて、資源循環の取り組みやグリーン購入の促進を通
じて生物多様性の保全を行い、自然資源の持続可能性と事業の成長の両立をめざします。

当社は、自社事業が自然へ及ぼす影響を分析し、自然に関するリスクと機会に対応するため、
自然関連財務情報開示タスクフォース（以下、「ＴＮＦＤ」という。）（注１）フォーラムに
参画し、ＴＮＦＤの提言するＬＥＡＰアプローチ（注２）を用いて分析を行いました。また、
ＴＮＦＤに沿った情報開示にむけて、2023年９月に公表されたＴＮＦＤ最終提言に則り、分析
結果と自社の取り組みを整理しています。

ＴＮＦＤ最終提言で開示を推奨される項目（ガバナンス、戦略、リスクと影響の管理、指標
と目標）は以下の通りです。現時点で情報が不足している項目については、今後ＬＥＡＰアプ
ローチに基づく分析を進めながら開示を検討していきます。

＜ＴＮＦＤ提言の開示推奨項目＞

（注）１．企業が事業を通じて自然に及ぼす影響、リスク、機会、生物多様性への配慮を可視
化し、自社の報告書やＷｅｂサイトで開示するための枠組み。

 ２．ＴＮＦＤにより開発された、自然との接点、自然との依存関係、インパクト、リス
ク、機会など、自然関連課題の評価のための統合的なアプローチ。

 
①ガバナンス
・自然関連課題に関するガバナンス 〔Ａ・Ｂ〕
「(1)サステナビリティ共通①ガバナンス」をご参照ください。

・ステークホルダーに関するガバナンス 〔Ｃ〕
当社では、イオンの人権基本方針に則り、全ての人に対して人権が尊重されている社会をめ

ざしており、企業活動における人権への負の影響の防止・軽減・救済について人権尊重責任を
果たせるよう、主体的に対応する部門の責任者で構成されるＥＳＧ推進分科会で検討・議論を
行い、代表取締役社長を委員長とするＥＳＧ推進委員会で意思決定をしています。また、人権
デュー・ディリジェンスを実施し、特定した人権課題への対応や予防是正措置を講じています。

当社は、2030年ビジョン「イオンモールは、地域共創業へ。」に基づき、同じ志を持つ全て
のステークホルダーをつなぎ、持続可能な地域の未来につながる営みを共創することをめざし
ています。地域社会と共創する取り組みとしてハートフル・サステナブル企画（注）を実施し、
地域の皆さまと定期的に対話を行っています。
（注）ＥＳＧ経営の具現化の施策として、地域・社会等が抱える課題の解決に貢献する継続的
な取り組みを各エリア・モールで企画し、実施する取り組み。

イオンモール株式会社（1/4）有価証券報告書（2024年2月期） P16,18,23-28
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋 （参考）(1)サステナビリティ共通①ガバナンス

①ガバナンス
当社では、気候変動への対応や生物多様性の保全、人的資本の活用、人権への配慮等をサステナビ

リティの重要課題と位置付けており、代表取締役社長が最高位の責任をもって活動を推進しています。
ＥＳＧ推進体制としては、代表取締役社長の諮問に応じて協議し、その事項について代表取締役社

長に助言または答申することを目的に、経営会議の下部機構として、代表取締役社長を委員長、社内
取締役を中心にメンバーを構成するＥＳＧ推進委員会を設置しています。また、ＥＳＧ推進委員会で
の方針または答申の具体策の検討・議論を行うことを目的にＥＳＧ推進分科会を設置しています。Ｅ
ＳＧ推進委員会では、２カ月に１回会議を行い、サステナビリティ課題に関する重要な方針や施策、
取り組み目標等を議論し、迅速に課題対応・解決にあたることのできる体制を構築しています。

ＥＳＧ推進委員会・分科会における審議結果は、取締役会に適宜報告されるほか、重要なサステナ
ビリティ課題は取締役会の監督のもとに議論が行われ、各会議体での決定事項に誤りがないよう監督
する機能を有しています。なお経営陣を評価し、報酬を決定する際には、気候変動を含む環境目標の
達成度など、環境・社会への取り組み度合いが役員報酬に反映されています。

（１）

ガバナンス

好事例として着目したポイント
（１）ステークホルダーに関するガバナンス体制として、人権方針や活動内

容を端的に記載
（２）全般的なガバナンス体制について端的に記載

（２）
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「サステナビリティに関する考え方及び取組」 ３．「気候変動関連等」の開示例



②リスクと影響の管理
・自然関連への依存と影響、リスク・機会の特定および評価プロセス 〔Ａ（ⅰ）・Ａ
（ⅱ）〕

当社は、自然に関する事業リスクと機会の評価を進めています。まず自然関連のマテリアリ
ティ特定にあたり、自然リスク評価ツール（ＥＮＣＯＲＥ）（注１）により、不動産セクター
との関係が深い自然関連テーマのリスクを評価しました。また特に不動産事業と関連の深いリ
スクが顕在化した事例について、当社の事業に与えうる影響の大きさをバリューチェーン上の
関係性を踏まえて考察・評価し、重要課題の特定・評価を行いました。さらに周辺生態系を広
域で把握できるＩＢＡＴ（注２）や水ストレスを把握できるＡｑｕｅｄｕｃｔ（注３）等の
ツールを用いて全モールの地域性分析を行い、ホットスポットを特定しました。

（注）１．金融機関のネットワーク「自然資本金融同盟」と国連環境計画世界自然保全モニタ
リングセンター等が共同で開発した、投融資先企業が自然資本に与える機会やリス
クを金融機関が評価するのに使うツール。企業が自社の操業地や取引先の原材料調
達地について評価する際にも活用される。

 ２．Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｂｉｏｄｉｖｅｒｓｉｔｙ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ Ｔｏ
ｏｌ。国連環境計画の世界自然保護モニタリングセンターが開発した、世界の生物
多様性情報を統合したデータベース。

 ３．非営利団体ＷＲＩ（世界資源研究所）が提供するインターネット上のデータプラッ
トフォームで、水リスクに関するあらゆる情報が集約されたもの。

イオンモール株式会社（2/4）有価証券報告書（2024年2月期） P16,18,23-28
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋 ・自然関連リスク・機会の管理プロセス 〔Ｂ〕

 当社グループでは、取締役、監査役、執行役員、従業員に対するアンケートやヒアリングによる
リスクサーベイを定期的に実施し、当社グループに影響を与えるリスクを定量的、定性的に評価
しています。リスクサーベイの結果から優先的に対策を行うべきリスクを特定し、対策を行って
います。
 また不動産事業を営む当社では、生物多様性に関するリスク低減と機会創出を目的にいきもの共
生事業所®認証（ＡＢＩＮＣ認証）の基準をモールの建設や運用に活用し、生物多様性保全の具現
化を図っています。

・全社的なリスク管理プロセス 〔Ｃ〕
「(1)サステナビリティ共通③リスク管理」をご参照ください。

（参考）「(1)サステナビリティ共通③リスク管理」
③リスク管理

当社は、当社グループにおける損失の危険を管理する体制として、リスク管理の最高責任者を
代表取締役社長、各ユニットの責任者を担当取締役、各ユニット配下の各統括部の責任者を担当
執行役員としています。リスク管理の執行と監督の分離を行うことで、事業の継続と人命の安全
を確保するための体制と環境の整備のさらなる強化を図っています。また、危機の未然防止およ
び危機発生時の被害最小化を目的とした「経営危機管理規則」を策定し、リスクの減少および被
害の低減に努めています。

当社では、当社グループ全体のリスク管理運営状況の把握、リスク管理体制の持続的な見直し
等リスク管理体制の維持向上を目的に、取締役管理担当を委員長とするリスク管理委員会を設置
しています。リスク管理委員会では、リスク状況の分析、リスク回避のための継続的な活動並び
に代表取締役社長への意見具申およびリスクマネジメント推進体制に関わる課題、対応策の審議
を行います。また、重大インシデント等に対応するリスク対策についても、リスク管理委員会で
の議論を通じ、実効性の高い対策へ繋げています。

当社のリスク管理を行うにあたり、さまざまなリスクがある中で、効率的で効果的な管理を行
うため、特に当社グループに影響を与えるリスク項目を特定し、そのリスク管理の体制をリスク
管理委員会より代表取締役社長へ提言します。その後、各リスク項目の対応主管部門を選定し、
当該部門がリスク対策の立案・実施と振り返りを担当執行役員と行うと共に、リスク管理委員会、
担当取締役や経営監査部が執行機関の実施状況のモニタリングを行い、リスク対策の実効性を評
価します。

リスクの特定に当たっては、当社ではリスクサーベイを通じリスクを具体的に特定し、当該リ
スクへの対策を行っています。直近では2021年度にリスクサーベイを実施し、当社グループにお
いて事業に直接影響する施設管理上のリスクだけでなく、急激な気候変動、自然環境や生態系へ
の悪影響、経営層を含む人材育成の遅れ、ダイバーシティ推進の遅れ、人権問題への理解不足と
いったサステナビリティ課題との関連性が強いリスクを含め、91項目のリスクを特定・更新し、
現在はそのリスク対策を行っています。

特定した各リスク項目における対応主管部門のリスク対策の検討・進捗状況については、リス
クの性質毎に経営戦略リスク、コンプライアンスリスク、その他のリスクの３つに区分し、それ
ぞれ「経営戦略部門」、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」に分けて管理して
います。

当社のリスク管理体制に関する詳細については、第２ 事業の状況 ３ 事業等のリスク をご参
照ください。

（１）

リスク管理

好事例として着目したポイント
（１）リスクの特定・評価にあたり使用した具体的なツールを示しながら、

リスクの特定・評価プロセスを端的に記載
（２）リスク管理やリスク対応の概要について端的に記載

（２）
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「サステナビリティに関する考え方及び取組」 ３．「気候変動関連等」の開示例



③戦略
・重要な自然関連リスク・機会 〔Ａ〕

当社の事業における自然関連リスク、機会を、ＴＮＦＤの提唱するＬＥＡＰアプローチに
沿って分析しました。 リスク、機会の特定にあたっては自然関連の重要課題を検討し、まず
自然リスク評価ツール（ＥＮＣＯＲＥ）による評価結果を、不動産セクターにとって重要と考
えられる自然関連の依存と影響に関するステークホルダーの関心と捉え、マテリアリティ・
マップ縦軸の通り評価しました。不動産セクターにおいてリスクが高かったのは、依存につい
ては「水資源の利用」、影響については「水の枯渇と水質汚染」、「保護価値の高い土地の開
発」、「ＧＨＧ排出」、「天然資源の枯渇」という結果になりました。
さらに不動産事業へ与える影響が大きいと考えられるリスクが顕在化した事例を調査し、当

社事業との関係性が特に深いテーマは「保護価値の高い土地の開発」、「周辺生態系への影
響」であることが分かりました。これらの自然関連リスク、機会の重要度をバリューチェーン
との関係性を考慮した上で、マテリアリティ・マップ横軸の通り評価しました。

分析・評価内容をマテリアリティ・マップに整理した結果、４つのテーマ「保護価値の高い土
地の開発」、「周辺生態系への影響」、「水資源の利用と排水」、「ＧＨＧ排出」を当社の重
要課題と位置付けました。

イオンモール株式会社（3/4）有価証券報告書（2024年2月期） P16,18,23-28
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋 ・事業に与えうる影響 〔Ａ〕

リスク・機会が事業に与えうる影響を、ＴＮＦＤにおける自然関連リスク・機会分類を参照し、整
理しました。

（１）

戦略

（２）

好事例として着目したポイント
（１）評価対象とした事業に関して、依存と影響の観点からリスクの高い領

域をヒートマップとして図示するとともに、特定した重要課題につい
ても端的に記載

（２）リスク・機会の項目ごとに事業に及ぼし得る影響と時間軸を端的に記
載するとともに、時間軸の定義についても具体的に記載

3-43
目次に戻る
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・バリューチェーンの地域性分析 〔Ｂ・Ｄ〕
特定した重要課題をバリューチェーンの上流・直接操業・下流の段階ごとに整理し、ＩＢ

ＡＴやＡｑｕｅｄｕｃｔ等のツールを用いて事業拠点の生物多様性リスクを評価することで
ホットスポットを特定しました。分析の結果は今後、生物多様性保全の取り組みに活用いた
します。

＜直接操業×土地開発・周辺生態系＞
ホットスポットを特定した結果、国内外のモールのうち25％が生物多様性上の重要エリア

に含まれることが分かりました。ホットスポットには周辺の在来生物種を誘致できるポテン
シャルがあり、地域の方々と協働で保全活動を推進する意義が高い重要なエリアと考えてい
ます。分析の結果は取り組みの高度化に活用する予定です。なお、海外のモールについては
分析結果をどのように活用するか、今後各国と検討いたします。

イオンモール株式会社（4/4）有価証券報告書（2024年2月期） P16,18,23-28
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

＜下流×水利用＞
 水リスクについては概略評価が可能なツールであるＡｑｕｅｄｕｃｔを用いて、自社モールの位
置情報から各水資源リスクを評価し、ホットスポットを特定しました。結果、中国およびアセア
ンの11モールが水ストレス地域に位置していることが分かりました。なお、国内モールからの排
水についてはＩＳＯ14001に基づき適切な管理を行っています。

・対応策の検討
今後の生物多様性保全活動等の取り組み推進に向け、各重要課題についてバリューチェーンご

とに外部動向調査を踏まえた要求レベルを定義し、現在の取り組みとの比較をすることで優先対
応項目を抽出しました。ＳＢＴＮ（注１）のＡＲ３Ｔフレームワーク（注２）を活用し、先進事
例等を踏まえながら優先対応項目における対応策を検討しました。

今後、各部門が連携して更なる検討を重ねることで、生物多様性の保全に貢献するモールづく
りをめざします。
（注）１．Ｓｃｉｅｎｃｅ－Ｂａｓｅｄ Ｔａｒｇｅｔｓ ｆｏｒ Ｎａｔｕｒｅの略称。企業の自然資本利用

（水利用、土地利用、海洋利用、資源利用、気候変動、汚染、生物多様性）を対象に、持続可能な
地球システムの実現をめざした科学根拠に基づく目標設定。

 ２．目標達成に向けて、企業行動を自然への影響の回避、削減、回復・再生、変革の順に優先順位付け
して整理したフレームワーク。Ａｖｏｉｄ、Ｒｅｄｕｃｅ、Ｒｅｓｔｏｒｅ ＆ Ｒｅｇｅｎｅｒａ
ｔｅ（３つのＲ）、Ｔｒａｎｓｆｏｒｍの頭文字をとったもの。

戦略

（１）

（中略）

好事例として着目したポイント
▪ 特定した重要課題のバリューチェーン上におけるリスクテーマと分析手
法を端的に記載するとともに、バリューチェーン上の各段階での分析結
果と今後の対応を具体的に記載
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味の素株式会社（1/2）有価証券報告書（2024年3月期） P26,28-29
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

＜味の素グループの生物多様性に対する考え方＞
(1)ガバナンス

生物多様性に対する当社のガバナンスは、＜味の素グループのサステナビリティに対す
る考え方＞に記載のとおりです。

(2)戦略
当社グループは、食品事業について調味料・食品から冷凍食品まで幅広い商品領域を持

ち、またヘルスケア等の分野にも事業を展開していることから、当社事業は、農、畜、水
産資源や遺伝子資源、水や土壌、昆虫等による花粉媒介などのさまざまな自然の恵み、つ
まり生態系サービスに大きく依存しています。これら自然の恵みは、多様な生物とそれら
のつながりによって形作られる健やかな生物多様性によって提供されています。

しかし、生物多様性は現在、過去に類を見ない速度で失われており、生物多様性の保全
が世界的に喫緊の課題となっています。味の素グループは事業を継続させながら生物多様
性への影響を低減し、そして地球環境を守っていくことの重要性を認識しており、2023年7
月に生物多様性ガイドラインを制定しました。生物多様性に関する課題は、気候変動、水
や土壌、廃棄物、人権等の環境や社会課題とも密接に関わっているため、相互が効果的に
なるように課題解決に向けた取組みを進めていきます。

①LEAPアプローチ
2023年度は、TNFDガイダンスのLEAPアプローチに沿って味の素グループの調味料・食品、

冷凍食品およびヘルスケア等一部において調達原料のうち評価対象として選定した原料に
関して、依存・影響の分析に基づいてリスク・機会評価を実施しました。LEAPアプローチ
は、TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）が提唱するガイダンスで、企業および
金融機関内の自然関連のリスクと機会を科学的根拠に基づいて体系的に評価をするための
プロセスを示しています。

(ⅰ)対象原料の選定
売上高カバレッジ8割となる原料を対象に、Science Based Target Network（SBTN）によ

り作成されたガイダンスであるSBTs for Natureが提供するHigh Impact Commodity List
（HICL）に該当かつ調達量が多い12の原料を選定しました。選定原料は、サトウキビ、
キャッサバ、トウモロコシ、生乳、大豆、菜種、米、牛、コーヒー、パーム、銅、原油で
す。なお、HICLに該当しているが包装資材である紙については対象外としました。

(ⅱ)分析結果
原料、製造、販売、消費の4工程について、LEAの3ステップを分析。

*7 国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）議長に呼応して新シナリオ作成を目的として立ち上げ
られたコミュニティである統合評価モデルコンソーシアムが開発した共通社会経済経路（SSP：Shared
Socioeconomic Pathways）。SSP1：自然保全と経済発展が両立されるシナリオ。SSP3：自然劣化・経
済停滞となるシナリオ。

Locate（発見） Evaluate（診断） Assess（評価）

分析概要 対象事業について、当
社グループ事業のサプ
ライチェーンにおける、
生物多様性損失の危機
が大きい地域を把握し
た。

当社グループ事業のサプライ
チェーンにおける自然への依
存と影響の因子を特定した。
それら因子に対する指標と閾
値を設定して依存・影響の将
来状態（2050年）を定量的に
診断した。

将来状態で劣化が進む依存と
影響の因子に関して、シナリ
オにてリスクを特定した。そ
れらの結果に対して、当社グ
ループの対応状況を踏まえた
財務影響を試算し、リスク・
機会の大きさを評価した。

ツール 以下のツールを各ステップで組み合わせて分析した。
（ENCORE、SBT’s High Impact Commodity List、SBTN Materiality Screening Tool、
Geographic Information System、World Database Protected Area、IUCN Red List、
GLOBIO、Aqueduct、Aqueduct Water Atlas、Nature Map Explore、Aqueduct Global
Maps、Past and future trends in grey water footprints of anthropogenic nitrogen
and phosphorus inputs to major world rivers、International Institute for
Applied Systems Analysis、What a Waste）

結果 対象原料について、
25km-50kmの格子単位で
の当社グループ事業の
サプライチェーンにお
ける自然との接点を特
定・評価し、自然劣化
を踏まえて詳細分析す
べき格子を特定した。
全対象2.4万格子のうち
Locateでは、生物多様
性の重要性エリア・急
速劣化エリア・棄損可
能性エリア・高い水ス
トレスのエリア・先住
民居住エリアのいずれ
かに該当する格子は2万
格子と特定した。

Locateで特定した2万格子にお
いて、当社グループ事業のサ
プライチェーンにおける各段
階（原材料、生産、消費な
ど）での自然への依存と影響
の因子について、2050年時点
での自然劣化状態を想定して
特定した。それら因子に対す
る指標と閾値を設定して依
存・影響度を分析した。自然
毎に劣化傾向は異なり、森・
大気は全世界で劣化するが、
水・土は特定地域に偏重する
ことを確認した。特にサトウ
キビ・トウモロコシ・菜種の
調達国では、それらの生産地
で土質が劣化する可能性があ
ることを確認した。

Evaluateでは、2050年時点で
一定程度劣化する可能性があ
ると特定した自然に関して、
自然保全と経済発展が両立さ
れるシナリオ（SSP1（*7））
と自然劣化・経済停滞となる
シナリオ（SSP3（*7））の二
つのシナリオにおいて、どの
ようなリスクが発生しうるか
予想した。共に自然の劣化に
より多種リスクが生じ得るが、
特に財務面の影響が大きいと
確認したものは、慢性的な物
理リスクによる原料調達価格
の高騰であった。調達額の高
騰が大きい原料は、トウモロ
コシ・サトウキビであった。
サトウキビはタイ、トウモロ
コシはアメリカでの土壌の劣
化が原因であった。

戦略

好事例として着目したポイント
（１）LEAPアプローチに沿った分析を実施する対象原料の選定について端

的に記載
（２）分析結果をLocate、Evaluate、Assessのステップに分け、分析の概

要、使用したツール、分析結果をそれぞれ端的に記載

（１）

（２）
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味の素株式会社（2/2）有価証券報告書（2024年3月期） P26,28-29
【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋、加工

②分析結果の戦略への反映
(ⅰ)事業戦略への反映

2024年度は、原料に関してその原産国ではなく可能な限り地域に絞り込んで分析精度を向上
させます。それを踏まえた生物多様性に関する課題は、気候変動、水や土壌、廃棄物、人権等
の環境や社会課題とも密接に関わっているため、相互が効果的になるように課題解決に向けた
取組みを進めていきます。また、サステナビリティに対する取組みが製品の付加価値向上につ
ながる「ASV」の実現に向けて、新たな事業戦略の策定に取り組んでまいります。

(ⅱ)資金調達戦略への反映
当社は、各種取組みに対して必要な資金については、＜味の素グループの気候変動に対する

考え方＞（ⅱ）資金調達戦略への反映に記載している内容と同様に進めてまいります。

（参考）＜味の素グループの気候変動に対する考え方＞（ⅱ）資金調達戦略

(ⅱ)資金調達戦略への反映
当社は、各種取組みに対して必要な資金については、サステナブルファイナンスを基本としており

ます。2021年10月のサステナビリティボンド発行を第一弾に、2022年1月のポジティブ・インパクト・
ファイナンスによるコミットメントライン契約、2022年12月のサステナビリティ・リンク・ローンに
よるコミットメントライン契約、2023年6月にサステナビリティ・リンク・ボンド発行と継続的にサス
テナブルファイナンスによる調達を実行しています（*6）。また、直近では2024年3月および4月に新
たなサステナビリティ・リンク・ローンを2件契約しました。

これら資金調達により、当社グループが掲げる2030年までの2つのアウトカムのうちの1つ「環境負
荷を50％削減」の実現、及び持続可能な社会の実現に向けた取組みをより一層加速させていきます。

*6 これらの詳細に関しては、以下の「サステナブルファイナンス」サイトをご参照ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/sustainability/finance/

戦略

好事例として着目したポイント
▪ 分析結果の事業戦略及び資金調達戦略への反映について端的に記載
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【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

ｃ．持続可能な農産物原料
「自然の恵み」を享受して事業活動を行う企業として、持続可能な農産物原料調達を実現す

ることはアサヒグループの事業の根幹を成しています。
一方で、農産物原料のバリューチェーンでは、人権、コミュニティ、環境の観点からさまざ

まな課題が起こりえます。人権やコミュニティの観点からは、関係しているさまざまなステー
クホルダー（農産地から生産拠点、市場に至るまでの農産物生産者、加工業者、輸出入業者、
サプライヤーなど）に対して、人権配慮やコミュニティへの貢献が欠かせません。また、環境
の面では、農産物の生産、収穫、加工、物流の工程を通じてCO2を排出し、水・土壌を利用し
ています。このようなバリューチェーン上の営みは、農産物生産地の近隣生態系維持に必要な
水の不足、土壌汚染等の理由による生物の生息へのインパクトといった生態系への悪影響を引
き起こす可能性があります。また気候変動により収量や品質が大きな影響を受ける作物もあり
ます。

アサヒグループは、気候変動により農産物収量が減少することによる調達コストの増加をリ
スクとして想定しており、各事業の主要原料の将来の収量影響とともにアサヒグループへの財
務影響を試算しています。21世紀末までの平均気温が４℃程度上昇するシナリオのもとでは、
コーヒー関連で26億円、トウモロコシ関連で19億円のコスト上昇の可能性があることを特定し
ています（2022年時分析）。さらに、農産物原料を生産する地域が活性化し、生産者が心身と
もに健康で地域社会との繋がりを持ちつつ豊かな生活を送り、次世代に誇りをもって事業を継
承していけるよう、生産者のWell-being向上に貢献することも重要だと考えています。

アサヒグループは「アサヒグループ環境ビジョン2050」において、農産物原料の領域におけ
る2050年の世界のありたい姿を「命を育む持続可能な農産物原料」とし、「環境配慮、人権尊
重、地域活性化が実現された農業が行われ、安定的な生産と生態系の維持が両立した世界」と
定義しました。

この実現を目指すため、環境・人権に配慮した農産物原料の調達を推進し、生産地までのト
レーサビリティを確保することを目指します。また、ビール製造工程で発生する副産物やアサ
ヒグループの環境関連技術を活用し、農業・酪農における環境負荷低減に貢献していきます。
これからも将来にわたって農産物原料を枯渇させずに安定して確保する取り組みを各地で進め
るとともに、ステークホルダーとの共創を通じて大切な「自然の恵み」を次世代につなげるこ
とができる「持続可能な農産物原料」の実現を目指していきます。

①ガバナンス
「(2）その他の項目 ａ.気候変動への対応 ①ガバナンス」をご参照ください。

②戦略
2023年２月に改定した「アサヒグループ環境ビジョン2050」において、農産物原料における

2050年の世界のありたい姿を「命を育む持続可能な農産物原料」とし、「環境配慮、人権尊重、
地域活性化が実現された農業が行われ、安定的な生産と生態系の維持が両立した世界」と定義
しました。この実現に向けて、2023年に「環境」「コミュニティ」「人権」のマテリアリティ
を横断した検討チームを立ち上げ、アサヒグループホールディングス（株）と各Regional
Headquartersのサステナビリティ・調達部門が共に戦略・中期目標・取り組みを検討し、目標
達成に向けたロードマップを策定しました。
このロードマップにおいて、アサヒグループとして初めて、グローバル全体で推進する農産

物原料に関する2030年目標を策定しました。具体的には、第一に、2030年までに大麦とコー
ヒーについて認証を活用して100％持続可能に生産された原料調達を実現することです。活用
する認証の選択基準や詳細なルールを2024年中に整理し、活動を具体化します。第二に、2030
年までにコーヒー、サトウキビ、パーム油、カカオ、茶の５原料について、農園に対する人権
デューデリジェンスを実施することで原料生産地の人権リスクを低減し、持続可能な原料調達
を進めることです。

加えて、2030年までに農産物生産者のWell-being向上を実現することを検討しています。これを実
現するため、農産物生産者の地域コミュニティとのつながり、安定的な収量・品質などの指標につい
て、2024年中に具体化することを目指しています。

そのため、アサヒグループは、気候変動、水リスク、生物多様性などの環境リスクへの評価のほか、
地域社会や農園における人権リスクに対しても評価を行い、サプライヤーのリスクの現状を確認し、
明らかになったリスクへの対策を進めていきます。同時に産地のコミュニティ課題解決の支援、特に
農業支援の取り組みを進めていきます。

また今後は2030年目標の達成に向けて、サプライヤーやより上流の農産物生産者との連携が欠かせ
ません。グローバルの調達戦略機能を集約する目的で新たに立ち上げたアサヒグローバルプロキュア
メントを中心に、計画と実行を進めていきます。そして、より長期の2050年のめざす姿の実現に向け
て、継続的に戦略と目標を刷新していきます。

③リスク管理
アサヒグループは、気候変動などの環境影響により、農産物原料の収量や品質に大きな影響が出る

ことによって、アサヒグループの事業継続が難しくなるとともに、大切な「自然の恵み」としての農
産物を次世代につなげることができなくなることをリスクと捉えています。

これらのリスクについては、グループ全体で実施しているエンタープライズリスクマネジメント
（ERM）体制下において代表取締役社長兼Group CEOが委員長を務めるリスクマネジメント委員会が管
理すべき主要リスクと位置付け、リスク評価、対応計画の策定・実行・モニタリングを継続的に実施
しています。

④指標及び目標
「(1）サステナビリティ ④指標及び目標」をご参照ください。

（参考）「(1）サステナビリティ ④指標及び目標」
［取り組み進捗状況（2022年）］

2022年の取り組み状況は以下のとおりです。サステナビリティ推進体制のもと、未達の項目につい
てはその原因を把握し、達成に向けて推進していきます。

（１）

テーマ 対象組織 指標・目標（2022年現在） 2022年実績

環境

持続可能な容器包装 （中略）

持続可能な農産物原料 AGJ
2022年までに、RSPO認証パーム油
の購入比率50％を達成する（Book 
& Claim認証方式）※3

購入比率：48％

持続可能な水資源
（中略）

その他環境の取り組み

好事例として着目したポイント
（１）取組テーマの１つである「持続可能な農産物原料」について、想定さ

れるリスクと対応方針を端的に記載するとともに、リスクによる財務
への影響額を定量的に記載

（２）取組テーマに関する指標の対象組織を記載するとともに、目標と実績
を定量的に記載

（２）
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【サステナビリティに関する考え方及び取組】 ※ 一部抜粋

ｄ．持続可能な水資源
世界人口の増加や開発途上国の経済成長、気候変動などにより、世界規模での水資源問題が

発生しています。世界の水需要は年々増加し、今後、さらに水不足の状態となるエリアが拡大
するだけでなく、降水量の変動により洪水や干ばつが増加する恐れがあります。

水は、「自然の恵み」を享受して事業を行うアサヒグループにとって、欠かすことのできな
い大切な資源であり、地球環境にとっても大切な資源です。

アサヒグループは、主要原料の生産地域について、事業への影響が大きいサプライヤー・生
産地を特定し、干ばつリスク、洪水リスク、評判リスクなどをそれぞれ特定しています。また、
水害による生産拠点の操業停止をリスクとして想定し、床上浸水による固定資産・棚卸資産
（在庫）の毀損リスクの可能性のある生産拠点を５ヵ所、毀損額が19億円と試算しています。
一方、操業停止の可能性が高い生産拠点を10ヵ所と特定し、機会損失額を67億円と試算しまし
た（2022年時分析）。また生産工程で水資源を利用する際、水不足地域において水を過剰に消
費することは、地域住民の水アクセスの悪化や水を利用する生態系が水を得られない、生息す
る場所がないなどの悪影響につながる可能性があります。
水に対する課題は自社だけでは解決できませんが、共創によって各地域の水資源に起因する

問題の解決に寄与することができると考えています。
「アサヒグループ環境ビジョン2050」で定めた2050年の世界のありたい姿である「健康、生

活環境、生物多様性が保たれる適切な水質・水量、土壌の機能が維持されており、自然災害へ
のレジリエンスが向上した世界」を実現するため、各地域の水課題に対する取り組みを通じて、
水リスクの大きいアサヒグループのサプライチェーン上（特に農産物原料の生産）で使用する
水の総量以上のポジティブインパクトを地球に与えることを目指します。

（中略）
②戦略

アサヒグループは、人と自然のための健全な水環境の実現のため、グローバル共通で「水使
用量の削減」「水リスクが大きい流域における課題改善への貢献」という目標を掲げ、取り組
みを行っています。

水使用量の削減では、酒類・飲料を製造するグループ自社工場での水使用量原単位ではグ
ローバル全体で3.2m³/kl以下、また、優先流域の主要な生産拠点の水使用量原単位では平均で
2.7m³/kl以下を目指し、水使用量の削減のためにさまざまな取り組みを実施しています。水を
扱うすべての拠点において、製造設備の洗浄工程における水使用の適正化や用途に応じて同じ
水を多段的に利用するカスケード利用など、効率性の向上を追求し、取水・排水においては環
境への負荷をできる限り小さくできるよう適切な対応・管理に努め、水使用量原単位目標の達
成を目指す生産拠点では水管理計画を策定し、水使用量の削減に取り組んでいます。また生態
系保全を考慮し、今後もより環境負荷を低減できる排水方法を検討していきます。

水リスクが大きい流域の課題改善への貢献に向けて、生産拠点とその流域のリスク調査を実
施し、リスク低減の対応策を実施しています。水リスクが大きい流域以外の生産拠点において
も、今後、現在実施している水源地保全活動の拡大や、ほかの組織との協働などにより、流域
課題の改善に貢献していきます。

また、アサヒグループの商品は世界中で生産される多種多様な農産物原料を用いているため、
それらの水リスクを把握することも不可欠と考え、農産物原料の水リスクの把握と低減に努め
ています。

（中略）

④指標及び目標
「(1）サステナビリティ ④指標及び目標」をご参照ください。

（参考）「(1）サステナビリティ ④指標及び目標」
［取り組み進捗状況（2022年）］

2022年の取り組み状況は以下のとおりです。サステナビリティ推進体制のもと、未達の項目につい
てはその原因を把握し、達成に向けて推進していきます。

 

（１）

テーマ 対象組織 指標・目標（2022年現在） 2022年実績

環境

持続可能な容器包装
（中略）

持続可能な農産物原料

持続可能な水資源

グループ全体
（平均）（AB、
ASD、AEI、
AHA、AHSEA）

2030年までに、水使用量の適
正化やリサイクルシステムの
拡大などにより、水使用量の
原単位を3.2m3/kl以下とする

水使用量原単位：
3.4m3/kl

AEI

2030年までに、欧州における
ビール１Lあたりの水の消費
量を2.75Lにする
すべての醸造所で１Lのビー
ル醸造に使用する水の量を３
L未満にする

水使用量原単位：
2.92L

AHA
2030年までに、主要生産拠点
における製品１Lあたりの水
の使用量を2.19Lにする

水使用量原単位：
2.23L

グループ全体
（共通）

グループ内の酒類、飲料の主
要生産拠点における水リスク
調査を定期的に（５年に１
回）実施する

水リスク調査実施拠
点数：18拠点（2024
年までに全主要拠点
で実施予定）

AGJ
「アサヒの森」を活用した日
本国内ビール工場のウォー
ターニュートラルを継続する

日本国内ビール工場
の水使用量の1.1倍
の水を「アサヒの
森」で涵養

その他環境の取り組み （中略）

（２）

好事例として着目したポイント
（１）取組テーマの１つである「持続可能な水資源」について、想定される

リスクと対応方針を端的に記載するとともに、リスクの可能性がある
拠点数と財務への影響額を定量的に記載

（２）取組テーマに関する指標の対象組織を記載するとともに、目標と実績
を定量的に記載
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指標及び目標戦略
目次に戻る

「サステナビリティに関する考え方及び取組」 ３．「気候変動関連等」の開示例



！ 開示の好事例としての公表をもって、開示例の記載内容に誤りが含まれていないことを保証するものではありません。
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